
漢

代

の

向

書

官

j
ー
領
尚
書
事
と
録
尚
書
事
と
を
中
心
と
し
て
|
|

鎌

田

重

雄

主'U官
、

刀

、
前
漢
の
倫
書
と
領
倫
書
事

一
、
後
漢
の
向
霊
園
と
銭
向
書
事

し

き

む

す

び
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t主

し

カE

き

h 

中
園
の
官
制
は
、
秦
漢
時
代
に
整
正
さ
れ
、
六
朝
時
代
に
動
揺
饗
遷
し
て
、
惰
唐
に
い
た
っ
て
一
腰
の
完
成
を
み
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
唐
の
官
制
は
、
三
省
六
部
を
中
心
に
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
省
、
す
な
わ
ち
詔
令
の
文
案
を
掌
る
中
書
省
、

詔
令
の
審
議

を
掌
る
門
下
省
、
詔
令
の
執
行
を
掌
る
尚
書
省
の
萌
芽
は
、
秦
漢
と
く
に
漢
代
の
尚
書
に
み
ら
れ
る
。
漢
代
の
尚
書
は
、
・天
子
の
詔
令
、
臣
下

の
上
奏
を
つ
か
さ
ど
り
、
極
機
に
あ
ず
か
り
綱
紀
を
統
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
漢
廷
に
お
け
る
政
権
争
奪
は
つ
ね
に
向
書
を
め
ぐ
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

漢
代
に
お
け
る
向
書
の
職
掌

・
組
織
が
い
か
に
接
大
し
て
い
く
か
、
ま
た
尚
書
を
め
ぐ
っ
て
政
権
争
奪

が
い
か
に
展
開
し
て
い
く
か
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。

497 
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前
漢
の
向
何一日レ
」似
向
害
事

漢
書
百
官
公
卿
表
に
よ
る
と
、
少
府
の
属
官
に
向
蓄
が
あ
り
、
そ
れ
は
秦
制
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
鹿
訪
の
漢
官
儀
に
よ
る
と
、

初
秦
代
、
少
府
法
吏
四
人
、

在
股
中
主
護
書
、
故
腕
向
書
、
向
猶
主
也
、
漢
因
秦
置
之

と
あ
り
、
泰
に
お
い
て
は
少
府
が
吏
四
人
を
宮
中
に
汲
遣
し
天
子
の
文
書
を
援
す
る
を
つ
か
さ
ど
ら
し
め
た
の
で
、

こ
れ
を
向
書
と
言
い
、
向

は
主
(
っ
か
さ
ど
る
)
の
意
で
あ
り
、
漢
は
こ
の
秦
制
を
う
け
つ

い
だ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
秦
の
向
書
が
四
人
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ

は
漠
官
儀
に
の
み
見
え
る
記
事
で
、
他
に
徴
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
臆
初
は
、
恐
ら
く
前
漢
末
成
帝
の
建
始
四
年
に
尚
書
に
四
曹
を
お
き
職
務

分
掌
さ
せ
た
(
後
述
)
と
い
う
こ
と
か
ら
類
推
し
て
秦
の
向
書
は
四
人
で
あ
っ
た
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
人
永
跡
地
ら
の

『
歴
代
職
官
表
』

巻
五
に
、
秦
の
向
書
に
曹
名
(
職
務
分
掌
名
〉
が
無
い
が
、
向
書
の
名
は
秦
に
は
じ
ま
っ

た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
設
は
嘗
を
得
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
機
井
芳
朗
氏
は
『
支
那
官
制
護
達
史
(
上
)
』
の
中
で
、
向
書
の
萌
芽
は
す
で
に
戦
園
時
代
の
末
に
現
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
呂
氏

春
秋
に
よ
れ
ば
貌
の
文
侯
が
「
主
書
」
を
し
て
書
を
掌
ら
し
め
、
賓
の
宣
王
が
「
掌
書
」
に
事
を
記
さ
せ
た
こ
と
が
み
え
る
、
と
述
べ
て
お
ら
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れ
る
こ
と
か
ら
も
、
向
書
の
名
は
秦
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

秦
制
を
う
け
た
漢
初
の
向
書
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
知
る
史
料
に
乏
し
い
が
、
武
帝
の
こ
ろ
に
は
尚
書
お
よ
び
そ
の
長
官
た
る
向
書
令
が
存

在
し
て
い
た
。
漢
書
巻
五
十
九
張
安
世
俸
に
、
安
世
は
少
く
し
て
父
の
任
に
よ
っ
て
郎
と
な
り
、
室
田
を
善
く
す
る
を
も
っ
て
尚
書
に
給
事
し、

の
ち
抜
擢
さ
れ
て
向
書
令
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
史
記
三
王
世
家
に
「
御
史
臣
光
守
向
書
令
」
お
よ
び
「
丞
非
」
の
名
が
見
え
る
か
ら
、

武
帝
の
と
き
に
は
、
向
書
令
1

丞
1

向
書
と
い
う
官
制
は
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

武
帝
初
年
ご
ろ
ま
で
の
向
豊
田
は
、
天
子
の
側
近
に
あ
っ
て
、
文
書
の
授
受
を
つ
か
さ
ど
り
、
ま
た
詔
書
を
醸
し
た
り
し
た
。
史
記
巻
百
七
濯

夫
停
(漢
書
巻
五
十
二
同
俸
〉
に
見
え
る
次
の
記
事
は
、

丸山
w

。

景
帝

・
武
帝
初
年
の
こ
ろ
の
向
書
が
詔
書
を
醸
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ



孝
景
の
時
、
競
其
(
摘
)
常
に
遺
詔
を
受
く
。
日
く
、
事
、
便
な
ら
ざ
る
有
れ
ば
、
便
宜
を
以
て
論
上
せ
よ
、
と
。
繋
が
る
る
に
及
び
、
涯

夫
の
罪
、
族
に
至
る
。
事
、
日
に
急
な
り
。
諸
公
、
敢
へ
て
復
た
上
広
明
言
す
る
な
し
。
貌
其
、
乃
ち
昆
弟
の
子
を
し
て
上
書
し
て
之
を

言
は
し
め
、
十
た
召
見
を
得
ん
こ
と
を

ζ

斡
が
ふ
。
書
、
奏
上
す
。
而
る
に
尚
書
を
案
ず
る
に
大
行
(
何
軒
)
に
遺
詔
な
し
。
詔
書
、
濁
り
貌

其
の
家
に
臓
し
、
家
丞
封
ず
e

乃
ち
貌
其
を
劾
す
ら
く
、
先
帝
の
詔
を
矯
め
、
罪
、
棄
市
に
嘗
る
、
と
。

右
の
文
に
よ
れ
ば
、
景
帝
・
武
帝
初
年
こ
ろ
の
尚
書
は
、
天
子
の
撞
詔
を
識
す
べ
き
責
務
が
あ
る
の
に
、
外
戚
の
貌
其
侯
資
嬰
に
所
臓
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
向
書
の
権
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

L
か
し
な
が
ら
、
武
帝
が
権
力
を
一
身
に
集
‘

め
よ
う
と
し
、
向
書
を
直
接
に
掌
握
し
て
政
務
を
み
た
こ
と
か

b
、
尚
書
の
擢
は
増
大
し
た
。
し
か
も
武
帝
は
向
書
に
官
官
を
任
じ
、
後
庭
に

漢
書
巻
十
成
帝
紀
の
「
(
寛
寧
〉
四
年
春
、
罷
中
書
官
官
、
初
置
尚
書
員
五
人
」
に
臣
喫
は
注
し
て
日

お
い
て
政
治
を
綿
撹
し
た
の
で
あ
る
。

く

漢
初
中
人
有
中
謁
者
令
、
孝
武
加
中
謁
者
令
篤
中
書
謁
者
令
、
置
僕
射

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
漢
初
の
富
官
に
中
謁
者
令
が
あ
っ
た
。
漢
書
百
官
表
に
よ
る
と
、
謁
者
は
、
光
旅
動
に
属
し
、
賓
賛
受
事
(
賓
客
を
た
す

け
天
子
の
命
を
う
け
て
使
者
と
な
っ
た
り
す
る
)
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
績
漢
書
百
官
志
の
本
注
に
よ
れ
ば
、
賓
賛
受
事
の
ほ
か

に
上
章
報
問
(
章
奏
を
天
子
に
た
て
ま
つ
り
天
子
の
下
聞
を
俸
与
え
る
〉
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
謁
者
を
率
い
る
も
の
が
謁

者
令
で
あ
る
。
謁
者
令
が
中
人
す
な
わ
ち
官
官
で
あ
れ
ば
中
謁
者
令
で
あ
り
、
少
府
に
所
属
す
る
。
武
帝
の
と
き
に
い
た
っ
て
、
こ
の
中
謁
者

令
に
加
え
て
中
書
謁
者
令
と
窮
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
謁
者
令
に
向
書
の
職
務
を
加
え
て
中
書
謁
者
令
と
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
室
田

と
は
中
向
書
の
意
で
あ
る
こ
と
は
、
漢
書
巻
七
十
七
蓋
寛
能
停
に
「
是
時
上
(
桔
)
方
用
刑
法
、
信
任
恥
A
W
吾
骨
子
L

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
漢
書

巻
九
十
三
倭
幸
俸
に
「
石
頼
、
字
君
房
、
済
南
人
、
弘
恭
、
柿
人
也
、
皆
少
坐
法
腐
刑
、
震
中
黄
門
、
以
選
篤
中
向
書
、
宣
帝
時
任
中
書
官」

、
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
北
堂
書
妙
巻
五
十
七
設
官
部
に
引
く
漢
奮
儀
に
は
「
漢
奮
置
中
書
官
、
領
尚
書
事
」
と
あ
り
、
中
室
田謁
者

側
令
が
尚
書
を
領
職
し
た
と
し
て
い
る
。

中
謁
者
令
が
尚
書
の
職
務
を
領
し
た
の
は
、

謁
者
が
本
来
「
上
章
報
問
L

を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
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り
、
尚
書
、
が
天
子
の
文
書
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
職
務
が
近
似
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

中
書
謁
者
令
の
設
置
に
つ
い
て
、
北
堂
書
紗
巻
五
十
七
設
官
部
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

漢
書
百
官
公
卿
表
云
、
孝
武
帝
遊
宴
後
宮
、
以
富
者
掌
向
室
田
、
改
矯
中
毒
謂
者
令
、
置
僕
射

ま
た
、
初
皐
記
巻
十
一
職
官
部
中
書
令
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。

中
書
令
、
漢
武
所
置
、
出
納
帝
命
、
掌
街
室
盲
奏
事
、
蓋
周
宮
内
史
之
任
、
初
漢
武
遊
宴
後
庭
、
公
卿
不
得
入
、
始
用
富
者
奥
向
書
、
逼
掌

国
書
章
奏
之
事
、
其
後
逸
罷
向
書
、
改
置
中
書
謁
者
令
、

壷
用
富
者

北
堂
書
紗
よ
り
も
初
皐
記
の
記
載
の
ほ
う
が
中
書
謁
者
令
設
置
の
事
情
が
よ
く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
の
武
帝
が
後
宮
で
遊
宴
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
土
人
官
僚
が
後
宮
に
出
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
官
官
に
向
警
の
職
務
を
行
な
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、

迭
に
向
蓄
を

罷
め
て
中
書
調
者
令
を
置
き
、
尚
書
は
す
べ
て
官
官
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う。

北
堂
書
紗
は
、
武
帝
が
後
宮
に
遊
宴
し
て
云
々
の
文

は
漢
書
百
官
公
卿
表
に
あ
る
と
い

っ
て
い
る
が
、
百
官
表
に
こ
の
記
事
は
み
え
な
い
バ
し
か
し
、
漢
書
巻
七
十
八
粛
墓
之
停
に
、
墓
之
(
佐
川
時
)

の
言
と
し
て
、
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中
書
政
本
、
宜
以
賢
明
之
選
、
自
武
帝
激
宴
後
庭
、
故
用
官
者
、
非
園
奮
制

と
い
う
文
が
あ
り
、
こ
の
文
と
北
堂
書
紗
お
よ
び
初
皐
記
の
記
載
と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

中
書
謁
者
令
は
、
中
書
令
と
略
稽
さ
れ
た
。
漢
書
巻
七
十
六
の
王
曾
俸
に
中
霊
園
謁
者
令
石
額
と
あ
る
の
に
射
し
、
同
書
同
巻
の
王
章
俸
に
は

中
書
令
石
顛
と
あ
り
、
さ
ら
に
漢
書
巻
七
十
五
京
房
俸
に
は
中
書
令
石
顛
と
み
え
て
い
る
。
漢
書
巻
六
十
二
司
馬
遷
俸
に
、
司
馬
遷
が
腐
刑
に

慮
せ
ら
れ
た
の
ち
中
書
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
中
書
令
は
中
書
謁
者
令
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
中
書
令
の
職
務
の
内
容
は
、
唐

六
典
九
に
引
く
漢
醤
儀
に
は
、

と
あ
り
、 中

書
令
、
領
賛
向
書
出
入
奏
事
、
秩
千
石

ま
た
北
堂
書
紗
設
官
部
に
引
く
漢
奮
儀
に
は
、



中
書
、
掌
詔
詰
答
表
皆
機
密
之
事

と
あ
っ
て
、
尚
書
の
職
務
を
行
な
う
即
ち
天
子
の
文
書
の
授
受
を
行
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
園
家
の
機
密
の
こ
と
に
ま
で
参
重
す
る
に
い
た
っ

た
。
漢
奮
儀
に
「
漢
奮
置
中
書
官
、
領
向
書
事
」
と
あ
り
、
中
書
令
は
尚
書
の
日
を
領
す
る
と
あ
る
が
、
尚
書
を
領
す
る
も
の
は
、
次
の
ご
と

き
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
漢
書
巻
七
十
四
貌
相
俸
に
、
宣
帝
の
と
き
貌
相
が
上
京
し
た
文
を
載
せ
、
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

故
事
諸
上
書
者
皆
矯
二
封
、
署
其
一
日
副
、
領
向
書
者
、
先
護
副
封
、
所
言
不
善
、
扉
去
不
奏

す
な
わ
ち
、
上
書
者
は
正
副
二
逼
を
つ
く
る
が
、
尚
書
を
領
す
る
も
の
は
、
こ
の
副
書
を
先
ず
開
封
し
て
、
内
容
が
善
く
な
い
と
思
え
ば
扉

去
し
て
上
奏
し
な
い
。
こ
の
権
限
が
薙
蔽

・
専
断
の
道
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

武
帝
は
、
中
書
謁
者
令
を
設
け
る
と
同
時
に
令
の
下
に
僕
射
を
お
い
た
。
中
書
令
は
尚
書
令
と
同
じ
く
千
石
の
融
秩
、
僕
射
は
六
百
石
で
あ

る
。
績
漢
志
に
よ
れ
ば
、
尚
書
僕
射
は
一
人
で
融
秩
は
六
百
石
、
令
の
不
在
の
と
き
は
令
に
代
っ
て
衆
事
を
奏
下
す
る
と
あ
る
か
ら
、
倫
書
僕

射
に
相
嘗
す
る
中
書
僕
射
は
中
書
令
の
次
官
の
ご
と
き
役
目
を
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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武
帝
の
次
の
昭
帝
の
と
き
に
な
る
と
、
中
書
令
は
置
か
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

漢
書
の
中
に
、
昭
帝
時
の
中
書
令
は
絶
え
て
見
出
さ
れ

ず
、
漢
書
巻
七
十
七
蓋
寛
龍
一
憾
に
「
是
時
上
(
帽
)
方
用
刑
法
、
信
任
中
向
書
官
官
」
と
あ
り
、
ま
た
漢
室
墨
七
十
八
粛
墓
之
俸
に
「
初
、

宣
帝

不
甚
従
儒
術
、
任
用
法
律
、
市
中
書
官
官
用
事
、
中
書
令
弘
恭
・
石
顕
久
典
植
機
」
と
見
え
、
こ
れ
ら
は
、
昭
帝
の
次
の
宣
帝
に
い
た

っ
て
ふ

た
た
び
中
書
令
が
置
か
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
。

八
歳
で
帝
位
に
即
い
た
昭
帝
を
輔
佐
し
政
を
乗
っ
た
も
の
は
、
外
戚
た
る
大
司
馬
大
勝
軍
霊
光
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
、
漢
書
巻

七
昭
帝
紀
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

。

後
元
二
年
二
月
、
上
(
献
)
疾
病
、
建
立
昭
帝
篤
太
子
、
年
八
歳
、
以
侍
中
奉
車
都
尉
潟
大
司
馬
大
将
軍
、

受
遺
詔
輔
少
主
、
明
日
、
武

帝
崩
、
戊
辰
、
太
子
町
皇
帝
位
、
:
:
:
(
中
略
〉
:
:
:
大
勝
軍
光
乗
政
、
領
尚
書
事
、
車
騎
将
軍
金
日
碑
・
左
持
軍
上
官
築
副
鷲

こ
れ
に
相
慮
、
ず
る
文
が
漢
書
巻
六
十
八
霊
光
停
に
見
え
る
。

マ'
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上
(
献
)
以
光
潟
大
司
馬
大
将
軍
、
日
費
用
車
騎
附
盟
阜
、
及
太
僕
上
官
築
震
左
将
軍
、

捜
粟
都
尉
桑
弘
羊
矯
御
史
大
夫
、
皆
拝
臥
内
林
下
、

受
遺
詔
輔
少
主
、
明
日
、
武
帝
崩
、
太
子
襲
等
続
、
是
漏
孝
昭
皇
帝
、
帝
年
八
歳
、
政
事
萱
決
於
光

大
司
馬
大
賂
箪
塞
光
に
よ
っ
て
政
事
が
一
切
決
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
向
蓄
の
事
を
領
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
政
治
を
専
制

す
る
も
の
は
領
向
書
事
と
な
る
先
例
が
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。

大
司
馬
大
将
軍
領
向
書
事
塞
光
の
下
に
は
、
向
書
令
が
い
た
こ
と
は
、
漢
書
霊
光
俸
に
、
富
光
が
群
臣
と
と
も
に
昌
邑
王
賀
の
罪
肢
を
上
奏

し
た
と
き
、
「
向
書
令
、
奏
を
譲
む
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
奏
文
の
初
め
に

「
丞
相
臣
倣
、
大
・司
一
馬
大
将
軍
臣

光
、
車
騎
将
軍
臣
安
世
、
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
大
司
馬
大
将
軍
は
、
位
次
の
上
か
ら
は
丞
相
の
下
に
あ
る
が
、

領
尚
書
事
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
の
質
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
帝
が
崩
℃
、
嗣
子
無
き
た
め
武
帝
の
孫
の
昌
邑
王
賀
が
召
さ
れ
て
帝
位
に
卸
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
淫
範
の
た
め
慶
さ
れ
、
代
っ
て
武
帝

の
曾
孫
宣
帝
が
民
聞
か
ら
探
し
出
さ
れ
て
即
位
し
た
。
大
司
馬
大
勝
軍
霊
光
は
依
然
と
し
て
領
向
書
事
で
あ
っ
た
。

宣
帝
は
、
昌
邑
王
を
諌
め

た
予
定
園
を
抜
擢
L
て
光
旅
大
夫
、

張
倣
を
太
中
大
夫
と
し
、

並
び
に

「
卒
向
害
事
」
と
し
た
。
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こ
こ
に
初
め
て

「
卒
尚
書
事
」
が
現
わ
れ

る
。
績
漢
志
の
光
旅
動
の
僚
に
、
「
嘗
有
左
右
曹
、
秩
以
二
千
石
、
上
肢
中
、
主
受
尚
書
奏
事
、
卒
省
之
」
と
あ
り
、
漢
書
百
官
表
注
引
の
漢

儀
注
に
は
「
諸
吏
・
給
事
中
、
日
上
朝
謁
、
卒
尚
書
奏
事
、
分
漏
左
右
曹
」
と
あ
る
か
ら
、
卒
尚
書
事
は
尚
書
の
奏
事
を
卒
省
す
る
(
公
卒
に

慮
理
す
る
)
の
意
で
あ
ろ
う。

光
旅
大
夫
・
太
中
大
夫
は
い
、
ず
れ
も
光
旅
動
(
中
二
千
石
)
に
属
し
、
光
椋
大
夫
は
比
二
千
石
、
太
中
大
夫
は

千
石
で
あ
る
。

宜
帝
は
、

「
民
聞
に
在
り
し
よ
り
窪
氏
の
尊
盛
日
に
久
し
き
を
聞
き
知
り
、
内
に
善
し
と
す
る
能
は
ず
」

(
漢
書
震
光
惇
)
た
め
に
塞
光
の

死
後
、
そ
の
一
族
の
抑
監
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
子
定
園
・
張
倣
を
並
び
に
卒
向
書
事
に
し
た
の
は
、
領
向
書
事
た
る
震
光
を
牽
制
す

る
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
漢
書
巻
七
十
六
張
倣
俸
に
、
「
宣
帝
、
倣
を
徴
し
て
太
中
大
夫
と
震
し
、
子
定
固
と
並
び
に
向
書
の
事
を
卒

せ
し
む
。
遣
を
正
す
を
以
て
大
将
軍
塞
光
に
件
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
卒
俗
書
事
を
お
い
て
領
尚
書
事
た
る
霊
光
を
抑
制
す
る
意
闘
が
宣
帝
に
あ

i



っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
大
司
馬
大
将
軍
は
公
位
で
あ
り
、
光
旅
大
夫
・
太
中
大
夫
は
卿
位
た
広
光
旅
勅
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
大
司
馬
大
将
軍
の
も
つ
領
尚
書
事
を
稽
し
得
ず
、
従
っ
て
卒
尚
書
事
な
る
名
の
も
と
に
尚
書
を
握
り
、
宣
帝
親
政
の
方
向
に
お
も

む
か
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
ろ
。
地
節
二
年
春
三
月
、

霊
光
が
嘉
ず
る
と
、
宣
帝
は
そ
の
功
徳
を
思
い
、

!光
の
子
の
百
円
を
右
将
軍
と
し
、
光
の

兄

(
窪
去
病
〉
の
孫
霊
山
を
奉
車
都
尉
(
御
乗
輿
車
を
つ
か
さ
ど
る
。
秩
比
二
千
石
)
を
以
て
領
向
書
事
と
し
た
。
こ
の
と
き
、
宣
帝
が
親
任

す
る
御
史
大
夫
(
副
丞
相
〉
の
観
相
が
、
「
故
事
、
諸
の
書
を
上
る
者
、
み
な
二
封
を
篤
り
、
其
の
一
を
署
し
て
副
と
日
ふ
。
尚
書
を
領
す
る
者

先
づ
副
封
を
護
き
、
言
ふ
と
こ
ろ
善
な
ら
ざ
れ
ば
、
扉
去
し
て
奏
せ
ず
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
副
封
を
去
り
て
以
て
潅
蔽
を
防
が
ん
」
と
奏
し
た

の
で
、
宣
帝
は
こ
れ
を
善
み
し
、
貌
相
を
給
事
中
と
し
た
(漢
書
説
相
俸
〉
。
給
事
中
は
加
官
で
、
前
掲
の
漢
儀
注
に
よ
れ
ば
、
日
の
ぼ
れ
ば

朝
謁
し
尚
書
の
奏
事
を
卒
省
す
る
も
の
で
あ
る
。
御
史
大
夫
の
貌
相
が
給
事
中
と
な
る
や
震
氏
は
動
揺
し
た
。
塞
光
の
妻
す
な
わ
ち
太
夫
人
穎

「
女
曹
、
大
将
軍
の
儀
業
を
奉
ず
る
を
務
め
ず
、
今
、
大
夫
、
中
に
給
事
す
。
他
人
、

萱
た
び

は、

産
馬
・

塞
雲

・
霊
山
に
向
っ
て
言
っ
た
、

な
ん
じ

聞
せ
ば
、
女
能
く
復
た
島
ら
救
は
ん
や
」

と
。
時
に
霊
山
は
依
然
と
し
て
尚
書
を
領
し
た
が
、
宣
帝
は
、
吏
民
を
し
て
尚
書
の
手
を
程
、
ず
し
て

直
接
封
事
を
奏
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
、こ
こ
に
お
い
て
震
氏
は
な
は
だ
之
を
悪
む
、
と
漢
書
重
光
俸
に
記
し
て
い
る
。
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宣
帝
は
、
領
尚
書
事
た
る
霊
山
の
擢
を
殺
ぐ
た
め
に
、
吏
民
の
封
事
は
尚
書
の
手
を
経
ず
直
接
天
子
に
奏
す
る
こ
と
を
得
し
め
た
と
は
い
う

/

も
の
の
、
天
子
が
直
接
こ
れ
を
慮
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
J

吏
民
の
上
書
封
事
を
慮
理
す
る
も
の
こ
そ
は
、
貫
に
中
書
令
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

漢書一
巻
九
十
三
倭
幸
俸
に
、

石
頼
、
字
君
房
、
済
南
人
、
弘
恭
、
柿
人
也
、
皆
少
坐
法
腐
刑、

事
、
t
z
回帰
請
奏
、
能
稿
其
職
、
恭
信
用
令
、
額
負
僕
射

と
あ
り
、
宣
帝
の
と
き
中
書
令
弘
恭
、
中
書
僕
射
石
額
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
漢
書
巻
七
十
八
歳
墓
之
俸
に
も
、

従
儒
術
、
任
用
法
律
、
而
中
書
官
官
用
事
、
中
室
百
A
P
弘
恭
・
石
顛
久
典
橿
機
、
明
習
文
法
」
と
あ
っ
て
、
宣
帝
時
に
弘
恭
が
中
書
令
で
あ
っ

た

矯
中
黄
門
、

以
選
震
中
向
書
、

宣
帝
時
任
中
書
官
、

恭
明
習
法
令
故

「初
、
宣
帝
不
甚

503 
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こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
中
書
令
が
、
領
尚
書
事
で
あ
っ
た
霊
山
の
権
を
し
だ
い
に
奪
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
漢
書
塞
光
俸
に
み
え
る
女
の
記
事

に
よ
っ
て
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

額
(
謹
一
)
及
び
馬
・
山
・
雲
み
ず
か
ら
日
に
侵
制
さ
る
る
を
見
、
し
ば
し
ば
相
劃
し
て
時
泣
し
、
自
ら
怨
む
。
山
(
崎
)
日
く
、

「今
、
丞

相
(
欄
)
事
を
用
ひ
、
懸
官
こ
れ
を
信
じ
、
壷
く
大
将
軍
時
の
法
令
を
易
へ
、
公
団
を
以
て
貧
民
に
賦
輿
し
、
大
将
軍
の
過
失
を
褒
揚
す
。

ま
た
諸
儒
生
、
婆
人
の
子
多
く
、
遠
客
飢
寒
し
、
妄
読
狂
言
を
喜
び
、
忌
誇
を
避
け
ず
、
大
将
軍
、
常
に
之
を
簡
と
す
。
今
、
陛
下
、
好

み
て
諸
儒
生
と
語
り
、
人
人
み
ず
か
ら
使
書
し
て
事
に
封
へ
、
我
が
家
を
言
ふ
者
多
し
。
嘗
て
上
書
し
て
言
へ

る
も
の
有
り
、
大
将
軍
の

時
、
主
弱
く
臣
強
く
、
専
制
し
て
権
を
檀
に
し
、
今
そ
の
子
孫
事
を
用
ひ
、
昆
弟
ま
す
ま
す
騎
怒
に
し
て
、
宗
廟
を
危
う
く
せ
ん
こ
と
を

恐
れ
、
災
異
し
ば
し
ば
見
は
る
る
は
、
輩
ノ
ト
是
が
震
な
り
、
と
。
其
の
言
は
な
は
だ
痛
く
、
山
、
扉
け
て
其
の
書
を
奏
せ
ず
。
の
ち
上
書

者
ま
す
ま
す
黙
し
く
、
壷
く
封
事
を
奏
す
。
蝋
ち
、
中
書
令
に
下
し
て
之
を
出
取
せ
し
め
、
向
書
に
閥
せ
ず
、
ま
す
ま
す
人
を
信
ぜ
ず
」
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ん}。

窪
氏
一
一
族
を
非
難
す
る
上
書
封
事
を
、

震
山
は
領
尚
書
事
の
権
を
以
て
護
封
し
扉
け
て
上
奏
し
な
か
っ
た
が
、

事
を
上
奏
し
、
中
書
に
下
し
て
こ
れ
を
出
取
せ
し
め
尚
書
に
関
係
せ
し
め
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

宣
帝
は
み
ず
か
ら
親
政
に
乗
り
だ
し
た
。

の
ち
上
書
者
は
ま
す
ま
す
封

漢
書
巻
七
十
四
丙
士
ロ
俸
に

こ
の
と
き
の
こ
と
を
、

み

は
、
「
及
塞
氏
誌
、
上
期
親
政
、
省
向
書
事
」
と
記
し
、
帝
の
親
政
の
重
要
な
こ
と
と
し
て
「
尚
書
の
事
を
省
る
」
す
な
わ
ち
尚
書
奏
事
を
直

接
掌
握
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
が
尚
書
奏
事
を
直
接
掌
握
す
る
と
こ
ろ
に
中
書
官
官
の
撞
頭
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

霊
山
の
諜

滅
後
は
領
向
書
事
は
お
か
れ
ず
、
宣
帝
の
末
年
、
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高
・
前
将
軍
光
職
動
薪
墓
之
・
光
藤
大
夫
周
堪
が
遺
詔
を
う
け
て
領
向

書
事
と
な
り
、
元
帝
の
政
を
輔
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

地
節
三
年
七
月
、

震
氏
が
訣
せ
ら
れ
る
と
、

以
上
の
よ
う
に
、
宣
帝
は
、
大
司
馬
大
将
軍
塞
光
の
領
倫
書
事
の
擢
を
牽
制
す
る
た
め
に
卒
向
書
事
を
お
き
、
重
光
が
死
ん
で
霊
山
が
領
向

害
事
に
な
る
と
、
副
封
を
腰
し
て
領
向
書
事
の
権
を
殺
、ぎ
、
さ
ら
に
御
史
大
夫
説
紹
を
給
事
中
と
し
て
尚
書
の
掌
握
に
つ
と
め
(
恐
ら
く
親
相
自



が
丞
相
と
な
っ
て
も
|
|
丞
相
に
な
っ
た
の
は
地
節
三
年
1
1
i給
事
中
で
あ
っ
た
ろ
う
。
富
山
の
言
に
「
丞
相
、
事
を
用
ふ
」
と
あ
る
の
は
そ

れ
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
)
、
ま
た
さ
ら
に
上
書
封

J

事
は
向
書
の
手
を
経
ず
に
中
書
官
に
も
た
ら
せ
、
か
く
し
て
帝
が
直
接
尚
書
の
事
を

掌
握
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
宣
帝
は
外
戚
塞
氏
を
抑
え
、
塞
氏
は
堪
え
ら
れ
ず
し
て
謀
反
を
は
か
り
、
建
に
訣
減
せ
ら
れ
た
。

，

塞
氏
訣
滅
後
は
領
尚
書
事
は
お
か
れ
ず
、
わ
ず
か
に
宣
帝
が
死
に
臨
み
遺
詔
し
て
領
尚
書
事
を
お
き
、
元
帝
の
輔
政
と
し
た
の
で
あ
る
。
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宣
帝
が
崩
じ
、
元
帝
が
即
位
し
た
が
、
こ
の
と
き
領
尚
書
事
と
し
て
輔
政
し
た
も
の
は
、
外
戚
の
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高
・
前
賂
軍
光
縁
動

粛
墓
之
・
光
旅
大
夫
周
堪
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
宣
帝
以
来
久
し
く
植
機
を
つ
か
さ
ど

っ
て
い
た
中
書
令
弘
恭
・
僕
射
石
願
が
健
在
し
た
。
粛
墓

之
は
、
元
帝
が
太
子
で
あ
っ
た
と
き
太
子
大
侍
と
し
て
八
年
も
勤
め
た
か
ら
元
帝
の
親
任
す
こ
ぶ
る
厚
か

っ
た
。
墓
之
は
、
散
騎
諌
大
夫
劉
更

生
を
給
事
中
と
し
、
侍
中
金
倣
と
と
も
に
「
左
右
に
拾
遺
」
し
た
。
す
な
わ
ち
元
帝
の
側
近
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
粛
墓
之

・
周

堪
・
劉
更
生
・
金
倣
の
四
人
は
「
同
心
謀
議
」
し
元
帝
を
輔
け
た
の
で
あ
る
。
粛
重
之
と
と
も
に
領
向
書
事
で
あ
っ
た
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高

は
、
中
書
令
弘
恭
・
僕
射
石
額
と
結
ん
で
「
相
表
裏
を
鶏
し
」
た
。
宮
官
弘
恭
・
石
額
は
外
戚
に
し
て
領
尚
書
事
た
る
史
高
を
利
用
し
、
史
高

は
久
し
く
植
機
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
弘
恭
・
石
額
を
利
用
し
て
、
互
い
に
擢
勢
を
張
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
外
戚
が
宮
官
波
に
つ
い

た
れ
ば
こ
そ
薪
墓
之
は
劉
氏
一
族
の
劉
更
生
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
封
抗
し
た
の
で
あ
る
。
奏
事
を
め
ぐ

っ
て
両
涯
が
し
ば
し
ば
論
争
し
、
し

か
も
中
書
官
官
は
粛
墓
之
等
の
意
見
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
漢
書
巻
七
十
八
粛
掌
之
俸
の
次
の
記
事
が
こ
れ
を
示
す
。

中
書
令
弘
恭
・
石
顛
久
典
極
機
、
明
習
文
法
、
亦
輿
車
騎
将
軍
高
篤
表
裏
、
論
議
常
濁
持
故
事
、
不
従
墓
之
等
。

こ
こ
に
お
い
て
、
驚
墓
之
は
、
「
中
書
は
政
の
本
な
り
。
宜
し
く
賢
明
の
濯
を
以
て
す
べ
し
。
武
帝
、
後
庭
に
滋
宴
す
る
を
自
て
の
故
に
富

者
を
用
ふ
。
園
の
蓄
制
に
非
ず
。
ま
た
古
の
刑
人
を
近
づ
け
ざ
る
の
義
に
達
ふ
」
と
し
、
中
書
官
官
を
や
め
て
士
人
を
向
書
と
す
べ
き
こ
と
を

建
白
し
た
。
こ
れ
よ
り
、
史
高
・
弘
恭
・
石
額
ら
と
驚
墓
之
ら
と
の
聞
は
大
い
に
悪
化
し
た
。
元
帝
は
即
位
し
た
ば
か
り
で
改
革
を
は
ば
か

り
、
議
論
は
久
し
く
し
て
決
定
一し
な
か

っ
た
。
元
帝
は
、
散
騎
諌
大
夫
給
事
中
で
あ
っ
た
劉
更
生
を
宗
正
に
任
じ
た
。
宗
正
は
、
漢
書
百
官
表

に
よ
れ
ば
、
中
二
千
石
で
、
親
属
を
掌
る
も
の
で
あ
り
、
績
漢
志
は
さ
ら
に
具
睦
的
に
述
べ
て
「
王
園
の
嫡
庶
の
次
及
び
諸
宗
室
親
属
の
遠
近

• ， 
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を
序
録
す
る
を
掌
り
、
郡
園
は
歳
ご
と
に
計
に
因
り
宗
室
の
名
籍
を
上
す
」
も
の
と
し
て
い
る
。
諌
大
夫
は
、
中
二
千
石
の
卿
た
る
光
藤
動
に

麗
し、

秩
は
比
八
百
石
、
論
議
を
つ
か
さ
ど
る
。
散
騎
は
加
官
で
天
子
の
乗
輿
車
に
騎
と
し
て
従
う
。
ま
た
給
事
中
は
禁
中
に
侍
す
る
も
の
で

や
は
り
加
官
で
あ
る
。
諌
大
夫
劉
更
生
が
散
騎

・
給
事
中
を
加
官
さ
れ
て
側
近
に
加
え
ら
れ
優
遇
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
総
秩
は
比
六
百

石
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
二
千
石
の
宗
正
に
昇
任
さ
れ
た
こ
と
は
異
数
の
抜
擢
で
あ
る
。
恐
ら
く
元
帝

・
粛
墓
之
ら
は
宗
室
の
劉
更
生
を
宗
正
に

抜
擢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
劉
氏
一
族
を
固
め
、
外
戚
た
る
大
司
馬
車
騎
賂
軍
史
高
に
封
抗
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

粛

診

一

一

之

ら

は

、

こ

ん

ど

は

外

戚

攻

撃

に

向

っ

た

。

は
、
新
墓
之
ら
が
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高
を
罷
め
さ
せ
る
こ
と
を
謀
っ
て
い
る
と
し
、
恭

・
顛
は
上
奏
し
て
日
く
、

中
警
官
官
を
慶
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
や
、

人
事
問
題
に
端
を
渡
し
、

弘
恭

・
石
穎
ら

「墓
之

・
堪

・
更
生
、
朋

議
し
て
相
稿
場
し
、
し
ば
し
ば
大
臣
を
謂
訴
し
、
親
戚
を
段
離
し
、
以
て
専
ら
権
勢
を
摺
に
せ
ん
と
欲
す
。
臣
と
震
り
て
不
忠
、
上
を
謹
ひ
て

不
道
。
謁
者
、
廷
尉
に
召
致
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
」
と。

元
帝
は
、

即
位
し
た
ば
か
り
で
、
謁
者
が
廷
尉
に
召
致
す
る
と
は
繋
獄
の
こ
と
で
あ
る

と
は
知
ら
ず
、

そ
の
奏
を
可
と
し
た
。
の
ち
に
元
帝
は
こ
の
こ
と
を
知
り
、
恭

・
額
を
責
め
た
が
、
恭

・
顕
は
、
九
卿
大
夫
の
獄
に
下

っ
た
も

-122-

の
は
先
例
に
徴
し
て
も
克
官
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
、
元
帝
は
や
む
な
く
望
之
ら
を
克
官
し
た
。
粛
草
之
は
、
初
元
二
年
十
二
月

に
恭

・
額
に
は
か
ら
れ
て
自
殺
す
る
に
レ
た
っ
た
。
元
帝
が
即
位
し
て
か
ら
三
年
目
で
あ
る
。

漢
書
倭
幸
俸
に
よ
る
と
、
元
帝
の
即
位
後
数
年
に
し
て
中
書
令
弘
恭
が
死
し
、
代
っ
て
石
額
が
中
書
令
と
な
っ
!た

。
ま
た
同
書
同
停
に
は
、

こ
の
文
に
つ
、
つ
け
て
、

「
こ
の
と
き
、
元
帝
疾
を
被
り
、
政
事
を
親
ら
せ
ず
、
方
に
隆
ん
に
音
楽
を
好
む
。
額
、
久
し
く
事
を
典
り
、
中
人
外

無
な
き
を
以
て
精
専
信
任
す
ベ
く
、
迭
に
委
ね
る
に
政
を
以
て
す
。
事
、
小
大
と
な
く
額
に
因
り
て
自
決
し
、
貴
幸
朝
を
傾
け
、
百
僚
み
な
頴

に
敬
事
す
」
と
あ
り
、
中
書
令
石
顧
の
専
権
を
傍
え
て
い
る
。

漢
書
巻
七
十
五
京
房
俸
に
も

「是
時
中
書
令
石
額
融
擢
」

と
み
え
、

「
是
時
」

と
あ
る
の
は
永
光

・
建
昭
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
元
帝
の
年
暁
は
初
元

・
永
光

・
建
昭
(
各
五
年
)
寛
寧
(
一
年
)
で
あ
り
、
前
述
の
如
く
初

元
二
年
に
前
将
軍
光
除
動
領
尚
書
事
の
瑞
診
一一
之
が
罷
克
自
殺
さ
せ
ら
れ
、
光
締
大
夫
領
尚
書
事
の
周
堪
も
克
官
さ
せ
ら
れ
た
。
漢
書
百
官
表
に

よ
る
と
、
永
光
元
年
に
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高
も
莞
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
漢
書
巻
入
十
二
史
丹
俸
に
よ
る
と
、
「
高
、

輔
政
五
年、

乞
骸
骨
、
賜



安
車
掴
馬
黄
金
、
罷
就
第
、
嘉
、
誼
目
安
侯
」
と
あ
る
か
ら
、
史
高
は
病
に
よ
っ
て
克
官
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
氷
光
以
後
は
領
尚
書
事

な
く
、
中
書
令
石
額
の
濁
壇
場
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

永
光
以
後
~
中
向
室
田
(
中
書
官
官
)
の
長
官
た
る
中
書
令
の
ほ
か
に
、
土
人
向
書
の
長
官
た
る
尚
書
令
も
存
在
し
た
。
漢
書
京
房
俸
に
「
是

時
、
中
書
令
石
額
欄
擢
、
顕
友
人
五
鹿
充
宗
篤
尚
書
令
」
「
房
日
、
中
書
令
石
顛
・
尚
書
令
五
鹿
君
相
興
合
同
、
巧
'侵
入
也
」
4

と
あ
り
、
向
書

令
は
中
書
令
に
惰
附
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
建
昭
元
年
、
尚
喜
令
五
鹿
充
宗
は
少
府
に
築
準
し
て
い
る
。
永
光

・
建
昭
聞
に
樺
を
摘
に
し
た
中
書
令
石
額
の
後
援
に
斗
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
書
令
石
顛
と
尚
書
令
五
鹿
充
宗
と
相
結
ん
で
擢
を
専
ら
に
す
る
こ
と
に
射
し
、

買
摘
之
と
長
安
令
楊
興
と
は
相
謀
っ
て
彼
ら
の
樺
を
失
墜

せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
計
謀
は
掲
之
・
輿
た
が
い
に
助
け
て
揖
之
を
尚
書
令
に
、
輿
を
京
兆
ヰ
ア
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

と
?
の
指
之
の
言
に
、
「
我
を
し
て
充
宗
に
代
る
を
得
し
め
ば
、
君
蘭
(
崎
明
)
は
京
兆
た
ら
ん
。
京
兆
は
郡
園
の
首
、
尚
書
は
百
官
の
本
な

り
。
天
下
、
員
に
大
い
に
治
ま
り
、
土
は
則
ち
隔
て
ら
れ
ず
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
叉
、

謁
者
満
宣
を
薦
め
て
、
立
て
て
翼
州
刺
史
と
痛
さ
ん
と

す
。
中
謁
者
は
事
を
受
く
る
べ
か
ら
ず
、
富
者
は
宗
廟
に
入
る
べ
か
ら
ず
と
言
ひ
(
し
が
た
め
に
)
立
つ
こ
と
を
止
む
。
云
々
L

(漢
書
巻
六
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十
四
下
・
買
摘
之
俸
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
買
掲
之
は
み
ず
か
ら
尚
書
令
と
な
り
、
中
書
令
石
顛
を
抑
え
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
中
謁
者
は
事
を
受
く
る
べ
か
ら
ず
即
ち
向
書
の
こ
と
を
掌
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
先
の
粛
墓
之
の
意
見
と
同
じ
こ
と

が
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
中
室
田令
石
穎
は
上
奏
し
て
、

つ
い
に
買
掲
之
を
棄
市
に
、
楊
輿
を
莞
紺
し
て
城
旦
刑
に
慮
し
た
。
中
書
令
石
額

が
反
射
者
を
斥
け
た
こ
と
を
、
漢
書
信
幸
俸
に
は
、
「
墓
之
自
殺
し
、
堪
・
更
生
康
鋼
さ
れ
、
復
た
準
用
を
見
ず
、
語
は
墓
之
俸
に
在
り
。
の

ち
、
太
中
大
夫
張
猛
、
貌
郡
太
守
京
房
、
御
史
中
丞
陳
威
、
待
詔
買
掲
之
、
み
な
嘗
て
封
事
を
奏
し
、
或
は
召
見
さ
れ
、
額
の
短
を
言
ふ。

つ
み

頼
、
其
の
皐
を
求
索
し
、
房
J

摘
之
は
棄
市
さ
れ
、
猛
は
公
車
に
自
殺
し
、
威
は
皐
に
抵
り
莞
し
て
城
日
一と
漏
る
。
及
び
鄭
の
令
蘇
建
、
頴
の

私
書
を
得
て
之
を
奏
し
、
の
ち
官
事
を
以
て
死
に
論
ぜ
ら
る
。
是
よ
り
公
卿
以
下
顛
を
畏
れ
、
足
を
重
ね
て
迩
を

一
に
す
」
と
記
し
、
さ
ら
に

つ
づ
け
て
、
「
頼
、
中
書
僕
射
牢
梁
・
少
府
五
鹿
充
宗
と
結
ん
で
黛
友
と
潟
し
、
諸
の
附
侍
す
る
者
み
な
寵
位
を
得
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
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中
書
令
石
顧
が
専
権
の
と
き
、
丞
相
匡
衡
(
建
昭
三
年
丞
相
と
な
る
〉
や
御
史
大
夫
張
露

(
寛
寧
一
冗
年
就
任
〉
は
「
願
に
阿
附
畏
事
」

し
た

ー

が
、
元
帝
が
崩
じ
成
帝
が
即
位
し
、
願
を
長
信
宮
の
中
太
僕
に
徒
し
権
を
典
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
、
衡

・
需
は
顛
の
嘗
悪
を
奏
し
克
官
す

る
こ
と
を
請
う
た
。
成
帝
即
位
す
る
や
外
戚
王
鳳
を
大
司
馬
大
賂
軍
領
向
書
事
と
し
た
。
こ
の
領
向
書
事
た
る
王
鳳
に
よ
っ
て
中
書
令
石
額
は

中
太
僕
に
う
つ
さ
れ
権
力
の
座
か
ら
お
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
る
?
石
顛
は
長
信
中
太
僕
に
う
つ
さ
れ
秩
は
中
二
千
石
で
、
中
書
令
の
六
百
石
か
ら

み
る
と
築
轄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
買
は
権
力
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
漢
書
倭
幸
俸
に
は
、

「
成
帝
、
初
め
て
位
に
即
く
や
、
顧
を
遷

し
て
長
信
中
太
僕
と
矯
し
、
中
二
千
石
に
秩
す
。
額
、
衡
を
失
ひ
、
権
を
離
れ
る
こ
と
数
月
、
丞
相
・
御
史
、
額
の
奮
悪
を
候
奏
し
、
及
び
其

の
黛
の
牢
梁

・
陳
順
み
な
官
を
克
」
ぜ
ら
れ
、
石
頴
は
故
郡
に
蹄
る
途
中
、
憂
い
の
除
り
食
せ
ず
、
病
死
し
た
。
石
顛
の

一
黛
は
克
官
あ
る
い

は
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
よ
り
王
鳳
の
権
力
強
く
、
漢
書
巻
九
十
八
元
后
俸
に
は
、
「
王
氏
の
興
る
は
鳳
よ
り
始
ま
る
」
と
記
し
て
い
る
。

元
帝
の
と
き
は
、
中
書
令
は
領
向
書
事
た
る
外
戚
史
高
と
結
ん
で
土
人
の
領
尚
書
事
を
斥
け
、
史
高
が
死
ぬ
と
完
全
に
権
力
を
掌
握
し
た
。
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土
人
は
中
書
官
官
を
贋
し
土
人
の
向
書
令
を
も
っ
て
福
機
に
あ
ず
か
ら
ん
と
し
た
が
失
敗
に
蹄
し
た
。
成
帝
に
レ
た
っ
て
遂
に
領
向
書
事
は
中

書
官
官
を
放
逐
し
、
代
っ
て
権
力
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
領
向
書
事
は
外
戚
で
あ
っ
た。

成
帝
は
、
即
位
の
嘗
初
、
張
扇
は
諸
吏
光
旅
大
夫
に
奔
せ
ら
れ
領
向
書
事
と
な
り
、
王
鳳
と
と
も
に
並
び
に
向
書
を
領
し
た
。
張
百
円
は
外
戚

王
鳳
と
並
ぶ
こ
と
に
不
安
を
感
じ
、
し
ば
し
ば
骸
骨
を
乞
う
て
王
鳳
を
避
け
よ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
建
始
四
年
に
丞
相
と

な
り
得
て
、
領
向
書
事
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
王
鳳
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
(
漢
書
巻
八
十
一
張
百
円
俸
)
。
陽
朔
三
年
八
月
、
王
鳳
が
亮
じ
、

御
史
大
夫
王立
回
が
大
司
馬
車
騎
将
軍
と
な
り
、
「
内
は
向
書
を
領
し
、
外
は
兵
馬
を
奥
る
」

(
漢
書
巻
七
十
七
号
持
隆
停
)
こ
と
と
な

っ
た。

王
鳳
が
領
尚
書
事
で
あ
っ

た
と
き
に
、
出
同
書
の
官
制
に
大
改
革
が
加
え
ら
れ
た
。
漢
書
巻
十
成
帝
紀
に
、

(
建
始
〉
四
年
春
、
罷
中
書
官
官
、
初
置
尚
書
員
五
人

と
あ
り
、
衛
宏
の
漢
嘗
儀
に
は
、

山
内
書
四
人
魚
四
曹
、
常
侍
倫
書
主
丞
相
御
史
事
、
二
千
石
俗
書
主
刺
史
二
千
石
事
、
戸
曹
向
書
主
庶
人
上
書
事
、
主
客
倫
書
主
外
園
事
ケ



成
帝
置
五
人
、
有
三
公
曹
、
主
断
獄
事

と
あ
り
、
そ
じ
て
績
漢
志
の
本
注
に
は
、

成
帝
初
置
尚
書
四
人
、
分
篤
四
曹
、
常
侍
曹
尚
書
主
公
卿
事
、
二
千
石
曹
尚
書
主
郡
園
二
千
石
事
、
民
曹
尚
書
主
凡
吏
民
上
書
事
、
客
曹

出
向
書
主
外
園
夷
獄
事
、
世
相
承
選
、
後
分
二
千
石
曹
、
叉
分
客
曹
矯
南
主
客
曹
・
北
主
客
曹
、
凡
六
曹

と
見
え
る
。
漢
書
成
帝
紀
に
は
尚
書
は
五
人
と
ず
る
に
劉
し
、
績
漢
志
は
四
人
と
し
、
漢
奮
儀
は
従
来
向
書
は
四
人
で
あ
っ
た
が
成
帝
の
と
き

三
公
曹
を
加
え
て
五
人
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
四
人
説
・
五
人
設
に
劃
し
て
樫
井
芳
朗
氏
は
、
音
書
職
官
志
の
読
が
安
嘗
で
あ
る
と
し
]
「
そ

れ
は
建
始
四
年
の
尚
書
五
人
の
中
、
一
人
は
僕
射
で
あ
り
、
他
の
四
人
が
四
曹
に
分
た
れ
た
と
し
、
成
帝
が
後
に
三
公
曹
を
設
け
、
こ
れ
に
よ

っ
て
五
曹
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
揮
は
す
べ
て
の
記
載
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
っ
て
信
ず
べ
き
で
あ
ら
う
。
光
武
帝
は
更
に
之

を
六
曹
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
杜
佑
の
遁
典
巻
二
十
二
職
官
四
歴
代
尚
書
に
お
い
て
も
「
漢
成
帝
初
置
向
書
五
人
、
其
一
人
魚
僕
射
、

四
人
分
矯
四
嘗
」
と
し
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
成
帝
の
と
き
初
め
て
向
書
令
の
下
に
尚
書
僕
射
が
置
か
れ
た
と
み

な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
横
井
氏
は
備
蓄
僕
射
は
す
で
に
成
帝
の
と
き
に
置
か
れ
た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
。
し
か
し
成
帝
建
始
四
年
以
前
に
は
倫

書
僕
射
の
官
名
は
絶
え
て
見
え
ず
、
こ
の
と
き
以
後
に
僕
射
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
漢
書
巻
八
十

一
孔
光
俸
に
、
成
帝
の
と

き
孔
光
は
尚
書
か
ら
尚
書
僕
射
と
な
り
、
さ
ら
に
尚
書
令
に
昇
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
成
帝
の
建
始
四
年
に
中
書
官
官
を
腰
し
た
と

き
、
尚
書
の
官
制
を
中
書
官
官
に
な
ら
っ
て
、
尚
書
令
l
僕
射
l
尚
書
と
し
、
向
書
四
人
を
四
曹
と
し
職
務
分
掌
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
で
、
武
帝
の
と
き
中
書
謁
者
令
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
も
尚
書
令
が
存
在
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
中
書
謁
者
令
の

領
督
す
る
中
書
の
官
署
と
尚
書
令
が
統
率
す
る
尚
書
の
官
署
と
は
別
個
に
存
在
し
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
必
刀
払
林
氏
は

「街室酉

令
は
以
て
土
人
に
由
り
充
任
す
ベ
し
、
ま
た
官
官
に
由
り
充
任
す
ベ
し
。
土
人
に
由
り
充
任
す
る
時
は
、
稽
し
て
備
蓄
令
と
魚
し
、
宮
官
に
由

り
充
任
す
る
時
は
稽
し
て
中
向
書
令
あ
る
い
は
中
書
令
と
魚
し
、
時
あ
り
て
亦
稿
し
て
中
書
謁
者
令
と
帰
す
。
其
の
貧
ま
た
こ
れ
一
個
の
尚
書

蓋
に
し
て
、
並
び
に
二
慮
を
分
置
す
る
に
非
ず
」
(
漢
代
的
政
制
、
中
園
政
治
思
想
輿
制
度
史
論
集
第
三
m
m
u

と
す
る
。
周
遁
済
氏
も
こ
の
説

5ω 
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に
従
っ
て
い
る
(
漢
唐
宰
相
制
度
一
七
一
頁
)
。

州
労
払
林
氏
の
所
読
の
如
く
な
ら
ば
、
向
書
蓋
に
士
人
の
街
書
令
と
官
官
の
備
蓄
令
(中
書
令〉

と
の
二
人
の
長
官
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
績
漢
書
百
官
志
に
も
尚
書
令
一

人
と
あ
り
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
ご
と
く
で
あ
る

が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
中
書
令
と
向
書
令
と
は
同
時
に
存
在
し
、
元
帝
の
と
き
中
書
令
石
頼
と
向
書
令
五
鹿
充
宗
と
が
相
結
ん
で
樺
を
専

ら
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
富
山
が
領
尚
書
事
で
あ
っ
た
と
き
、
宣
帝
は
上
書
者
の
封
事
を
こ
と
ご
と
く
中
書
令
に
下
し
て
出
取
せ
し
め

向
書
に
関
係
せ
し
め
た
か
っ
た
と
あ
る
の
は
、
中
書
蓋
と
尚
書
蓋
と
は
別
個
に
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
書
蓋
と
倫

書
蓋
と
を
領
し
統
率
す
る
も
の
が
領
街
書
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
元
帝
即
位
の
初
め
、

史
高

・
粛
墓
之
・
周
堪
ら
が
並
び
に
領
命
書
事
で
あ
っ

た

が
、
中
書
令
弘
恭
・
中
書
僕
射
石
顧
が
史
高
と
相
表
裏
を
な
し
権
勢
を
ふ
る
わ
ん
と
し
た
の
は
中
書
蓋
が
領
向
書
事
に
統
率
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

成
帝
は
、
中
書
蓋
を
罷
め
て
尚
書
蓋
の
み
と
し
、
こ
の
機
曾
に
向
蓄
の
官
制
を
整
え
職
務
分
掌
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
成
帝
以
後
、
京

帝
・
卒
帝
に
い
た
る
問
、
領
向
書
事
は
、
大
司
馬
大
勝
軍
・
大
司
馬
車
騎
将
軍
で
あ
っ

た
り
、
諸
吏
光
蔽
大
夫
ま
た
は
諸
吏
光
稔
動
で
あ
っ
た

が
、
前
漢
末
王
葬
が
政
権
を
握
っ
た
と
き
は
、
王
葬
は
大
司
馬
と
し
て
尚
書
の
事
を
領
し
た
の
で
あ
る
。
成
帝
緩
和
元
年
に
三
公
の
官
が
定
め
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ら
れ
、
三
公
は
大
司
馬
(
も
と
の
太
尉
)
・
丞
相
・
大
司
空
(
も
と
の
御
史
大
夫
)
で
あ
り
、
京
帝
の
元
喬
二
年
に
は
大
司
馬
・

大
司
徒

・
大

司
空
と
な
り
、
こ
の
三
公
の
上
に
太
停
が
置
か
れ
た
。
太
停
は
天
子
の
師
侍
で
あ
る
。
大
司
徒
の
前
身
は
丞
相
で
あ
り
、
大
司
空
は
御
史
大
夫

の
襲
身
で
あ
る
。
大
司
徒
・
大
司
空
は
外
朝
官
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
大
苛
馬
は
中
朝
官
(
内
朝
官
〉
で
あ
る
。
大
司
馬
は
、
も
と
太
尉
の

ヵt 官
で
あ
り
、
武
帝
の
と
き
初
め
て
設
け
ら
れ
、
持
軍
貌
に
冠
せ
、
塞
光
の
如
く
大
司
馬
大
将
軍
、
史
高
の
如
く
大
司
馬
車
騎
将
軍
と
レ
わ
れ
た

宣
帝
地
節
三
年
に
は
将
軍
暁
を
と
り
去
っ
て
大
司
馬
と
の
み
稿
し
た
(
漢
書
百
官
公
卿
表
)
。

宣
帝
は
大
司
馬
右
将
軍
塞百円
か
ら
兵
権
を

奪
う
た
め
に
勝
軍
披
を
と
り
去
っ
て
大
司
馬
と
し
た
の
で
あ
る
。
大
司
馬
は
、
本
来
印
綬
官
属
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
震
福
岡
は
ま

っ
た

く
の
虚
位
に
お
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
大
司
馬
は
霊
光
の
ご
と
く
史
高
の
ご
と
く
領
尚
書
事
と
し
て
尚
書
を
従
え
権
勢
を
ふ
る
っ

た

も
の
で
、
大
司
馬
を
将
軍
統
に
冠
せ
れ
ば
「
内
領
備
蓄
、
外
典
兵
馬
』
ハ
漢
書
巻
七
十
七
号
賂
隆
博
〉
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
宣
帝
の
と
き
鰭



箪
競
を
と
り
去
ら
れ
た
大
司
馬
は
、
や
が
て
再
び
賂
軍
慌
に
冠
せ
ら
れ
た
が
、
成
帝
の
緩
和
元
年
に
ま
た
も
や
将
軍
暁
を
と
り
去
ら
れ
印
綬
官

属
が
輿
え
ら
れ
秩
椋
は
丞
相
に
比
す
る
こ
と
と
な
hγ

、
こ
こ
に
三
公
の
一
と
し
て
内
朝
官
の
最
高
位
に
立
ち
、
外
朝
官
の
大
司
徒
・
大
司
空
と

比
肩
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
大
司
馬
は
、
多
く
は
領
尚
書
事
と
し
て
貫
擢
を
握
っ
た
が
、
形
式
上
は
丞
相
の
下
に
位
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
故

に
漢
書
百
官
公
卿
表
に
お
い
て
は
大
司
馬
は
常
に
丞
相
の
下
に
記
さ
れ
て
い
る
。
京
帝
の
建
卒
二
年
に
な
る
と
、
ま
た
大
司
馬
は
印
綬
官
属
を

と
り
去
ら
れ
将
軍
競
一広
冠
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
ま
た
(
元
蕎
二
年
)
印
綬
官
属
が
輿
え
ら
れ
、
将
軍
競
を
去
り
、
位
は
大
司

徒
の
上
と
し
た
。
こ
の
と
き
の
大
司
馬
は
大
司
馬
衛
持
軍
で
あ
っ
た
董
賢
、
大
司
徒
は
丞
相
で
あ
っ
た
孔
光
、
大
司
空
は
御
史
大
夫
で
あ
っ
た

彰
宣
で
あ
る
。
董
賢
が
元
寄
元
年
に
大
司
馬
衛
将
軍
に
な

っ
た
と
き
ほ
年
二
十
二
で
、
「
雄
篇
三
公
、
常
給
事
中
、
領
尚
書
、
百
官
因
賢
奏
事
」

m
漢
書
巻
九
十
三
倭
幸
俸
)
と
あ
る
よ
う
に
領
尚
書
事
と
し
て
威
樺
を
ふ
る

っ
た
。
董
賢
は
大
司
馬
に
な

っ
て
ま
も
な
く
罷
め
さ
せ
ら
れ
、
そ

し
て
罷
克
の
詔
が
下
っ
た
そ
の
日
に
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
と
き
の
こ
と
を
漢
書
卒
帝
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。

元
欝
二
年
六
月
、
京
帝
崩
、
太
皇
太
后
詔
目
、
大
司
馬
年
少
、
不
合
衆
心
、
其
上
印
綬
、
罷
、
賢
即
日
自
殺
、
新
都
侯
王
葬
震
大
司
馬
、
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領
街
書
事

右
の
記
事
に
よ
っ
て
大
司
馬
王
奔
は
領
尚
書
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
葬
は
大
司
馬
と
し
て
内
朝
官
を
率
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
領

尚
書
事
と
し
て
政
治
の
貫
擢
を
掌
握
し
、
名
貫
共
に
大
司
徒
・
大
司
空
の
上
に
在

っ
た
。
か
く
し
て
王
葬
は
し
だ
い
に
纂
奪
へ
と
向
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
太
停
は
三
公
の
上
に
置
か
れ
た
。
故
に
太
停
が
領
尚
書
事
た
る
こ
と
は
、
名
賓
と
も
に
三
公
よ
り
も
擢
力
が
強
く
な
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
故
に
王
葬
は
纂
奪
後
の
天
鳳
元
年
に
、
太
侍
卒
長
を
し
て
尚
書
の
事
を
領
す
る
勿
か
ら
し
む
と
し
て
い
る
(
漢
書
王
葬
俸
〉
。

後
漢
の
尚
書
と
録
俗
書
事
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前
漢
中
葉
以
後
、

向
室
田
の
職
権
は
し
だ
い
に
増
大
し
、

こ
の
尚
書
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
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る
。
そ
し
て
向
書
を
掌
握
す
る
こ
と
が
領
向
書
事
で
あ
る
。
向
書
の
職
樺
が
増
大
す
る
と
、
こ
れ
が
組
織
を
整
備
し
職
務
分
掌
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
成
帝
の
と
き
の
尚
書
五
曹
が
そ
れ
で
あ
る
。
成
帝
は
、
尚
書
組
織
の
整
備
を
お
こ
な
う
と
同
時
に
三
公
を
お
い
た
が
、
こ
の
三
公
も
領
向

こ
の
こ
ろ
か
ら
三
公
の
府
は
政
務
執
行
機
関
た
る
色
影
を
濃
f

く
し
た
の
で
あ

書
事
と
な
ら
な
け
れ
ば
擢
力
を
握
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

る。
後
漢
に
な
る
と
、
光
武
帝
は
、
さ
ら
に
尚
書
を
六
曹
に
分
け
(
唐
の
六
部
は
こ
こ
に
淵
源
す
る
)
、
帝
み
ず
か
ら
こ
れ
を
掌
握
し
、
前
代
外

戚
の
弊
を
防
ぎ
権
力
の
集
中
を
は
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
三
公
は
尚
書
よ
り
も
擢
任
軽
く
、
前
漢
の
宰
相
は
そ
の
請
う
と
こ
ろ
聴
か
れ
ざ
る
こ

と
な
か
っ
た
が
、
「
今
の
三
公
、
そ
の
名
に
嘗
る
と
難
も
そ
の
寅
な
く
、
選
奉
珠
賞
、
一
に
尚
書
に
白
り
、
尚
書
の
見
任
、
三
公
よ
り
重
し」

(
後
漢
書
巻
四
十
六
陳
忠
俸
)
と
い
う
紋
態
で
あ
り
、
ま
た
、
「
光
武
皇
帝
、
数
世
の
失
擢
を
憧
り
、
強
臣
の
窮
命
を
念
り
、
在
を
矯
め
直
を
、

過
ら
し
め
、
政
は
下
に
任
ぜ
ず
、

公
を
置
く
と
難
も
事
は
蓋
閣
(
尚
書
〉
に
諦
す
。

こ
れ
よ
り
以
来
、

三
公
の
職
、
同
貝
に
備
は
る
の
み
」
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(
後
漢
書
巻
四
十
九
仲
長
統
俸
〉
で
あ
っ
た
。

歴
代
職
官
表
巻
二
に
み
え
る
、
氷
祭
大
典
引
く
と
こ
ろ
の
漢
制
叢
録
に
も
、
「
西
京
の
世
、
向
書
た
る
も
の
の
権
任
猶
ほ
軽
し
。
東
漢
に
入
り

し
よ
り
天
下
の
政
す
べ
て
向
書
に
掃
す
。
市
し
て
三
公
は
位
に
具
は
る
の
み
。
則
ち
樺
任
の
重
、
大
い
に
西
京
に
異
な
る
」
と
あ
り
、

そ
し
て

」
の
向
書
の
職
権
を
、
馬
端
臨
の
文
献
逼
考
巻
五
十
一
職
官
尚
書
省
で
は
、

「
後
漢
に
至
り
て
は
則
ち
優
重
を
篤
し
、
王
命
令
}
出
納
し
、
寓
機

を
敷
奏
す
。

選
参
の
由
り
て
定
む
る
と
こ
ろ
、

罪
賞
の
由
り
て
正
す
と
こ
ろ
、

斯
れ
乃
ち
文
昌
の
天

蓋
し
政
令
の
由
り
て
宣
ぶ
る
と
こ
ろ
、

府
、
衆
務
の
淵
薮
、
内
外
の
折
衷
す
る
と
こ
ろ
、
遠
近
の
粟
仰
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
放
に
李
固
云
ふ
、
陛
下
の
尚
書
あ
る
は
、
猶
ほ
天
の
北
斗

あ
る
が
ご
と
し
。
斗
は
天
の
喉
舌
た
り
、
尚
書
も
亦
陛
下
の
喉
舌
た
り
。
斗
は
元
気
を
酎
酌
し
、
四
時
を
運
卒
す
。
向
室
田
は
王
命
を
出
納
し
、

ー政
を
四
海
に
賦
す
」
と
概
説
し
て
い
る
。

る
。周

東道
漢替
の内
向同

君そ
、の

章 著

奏 3

苦言
宅福
宇型
し E?

襲警
すハ

章
る

漢
警代

季語
ぞ霊
:;話
、分

析
西 r
漢お
のい
曾て
E 、

も向

妻賢
を職
関擢

君主
苧街

Zと
白衣
lIfl の
す r
る己
樺に
が‘連
あべ
って
たい



が
、
詔
令
章
奏
は
す
べ
て
丞
相
の
手
を
鰹
て
上
下
し
た
も
の
で
、
~
丞
相
を
経
由
せ
ず
に
向
書
が
直
接
に
上
下
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
東
涯

の
向
書
は
三
公
を
介
せ
ず
に
章
奏
詔
令
を
上
下
す
る
穫
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
三
公
の
賓
権
の
大
い
に
衰
え
た
所
以
で
あ
る
。
東
漢
の
尚
書

は
)
朝
政
に
参
議
し
制
度
を
建
て
、
選
署
訣
賞
の
擢
を
有
し
た
。
周
遁
済
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
東
漢
向
書
の
樺
を
述
べ
、
そ
し
て
か
か
る
魔
大

な
樺
カ
を
も
っ
た
尚
書
の
長
官
で
あ
る
向
書
令
は
、
お
の
ず
か
ら
大
き
な
擢
勢
を
有
し
た
と
す
る
。

後
漢
の
尚
書
令
は
、
前
漢
の
そ
れ
よ
り
は
確
に
擢
力
が
強
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ

の
尚
書
令
よ
り
も
上
位
に
あ
っ
て
権
力
を
掌
握
し
た
も
の

は
、
貫
は
録
山
同
書
事
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
録
向
室
田
事
は
前
漢
の
領
向
書
事
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
績
漢
害
百
官
志
に
、

太
侍
、
上
公
一
人
、
本
注
目
、

掌
以
善
導
、
無
常
職
、
世
組
以
卓
茂
魚
太
停
、
古
局
、
因
省
、
其
後
毎
帝
初
即
位
、
現
置
太
侍
録
向
室田
事
、

、、，

亮
靴
省

と
あ
り
、
上
公
す
な
わ
ち
三
公
の
上
に
あ
る
太
侍
が
、
新
帝
即
位
と
同
時
に
置
か
れ
、
そ
し
て
尚
書
の
事
を
録
し
、
そ
の
太
侍
が
嘉
ず
れ
ば
太

侍
録
尚
書
事
は
省
か
れ
る
。
績
漢
志
に
太
侍
録
尚
書
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

漢
書
百
官
表
に
は
領
尚
書
事
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
'い
な
い
。

-129-

「
録
謂
線
領
之
也
、
録
尚
書
事
自
牟
融
始
也
」
と
し
、
ま
た
太
卒
御
覧
巻
一
一

一一一

「
桓
子
新
論
回
、
昔
尭
試
舜
於
大
麓
、
麓
者
領
録
天
下
事
、
如
今
之
向
書
官
失
」
と
あ
り
、
領
尚
書
事
の
領
も
録
向
書

、事
の
録
も
同
じ
く
総
領
す
る
意
味
で
あ
る
。
録
品
開
室
百
事
の
字
義
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
賓
際
政
治
に
お
い
て
は
、
百
官
を
綿
領
し
一
切

の
政
事
を
聴
く
と
い
う
絶
大
な
権
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

録
向
書
事
の

t

「
録
」
は
、
後
漢
書
巻
田
和
帝
紀
の
注
に
、

職
官
ー部
組
叙
尚
書
に
、

(
和
帝
章
和
二
年
三
昂
庚
民
)
皇
太
后
詔
日
、

:
:
:
(
中
略
〉
:
:
:
其
以
彪
(
閥
)
矯
太
停
、
賜
爵
関
内
侯
、
録
尚
書
事
、
百
官
線
己
以
聴
、

(
後
漢
書
巻
四
和
帝
紀
)

延
卒
元
年
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
太
尉
張
馬
潟
太
侍
、
司
徒
徐
防
篤
太
尉
P

参
錬
尚
書
事
、
百
官
穂
己
以
聴
、

蕩
帝
策
書
目
、
司
徒
徐
肪
以
蓋
閣
機
密
施
政
牧
守、

英
以
肪
鶏
太
尉
録
尚
書
事
、
官
官
鯨
包
以
聴
、

(
後
漢
書
巻
四
蕩
帝
紀
ν

(
華
文
類
襲
職
官
部
所
引
漢
官
儀
V
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右
の
記
事
の
と
お
り
贋
大
な
権
限
を
も
っ
向
書
を
総
領
す
る
録
尚
書
事
は
政
治
の
最
高
擢
力
者
で
あ
っ
た
。

録
向
書
事
の
初
見
は
、
後
漢
書
巻
三
章
帝
紀
に
、
太
侍
越
宙
黙
と
太
尉
牟
融
と
が
並
び
に
録
向
書
事
と
な
っ
た
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

緩
漢
志
に
上
公
た
る
太
侍
だ
け
が
録
向
書
事
と
な
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、

事
貫
は
そ
う
で
は
な
く
、

最
初
の
録
尚
書
事
は
す
で
に
太
侍
と

三
公
の

一
た
る
太
尉
と
が
並
ん
で
そ
の
任
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
漢
を
通
じ
て
録
向
書
事
は
、
太
侍
と
三
公
の
う
ち
二
人
乃
至
三
人
、が

任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
場
合
は
参
録
俗
書
事
と
稽
せ
ら
れ
、
参
は
参
加
の
意
で
あ
る
。
い
ま
録
向
書
事
と
な
っ
た
も
の
を
後
漢

〔帝
名

・
年
代
〕

書
の
本
紀
に
よ
っ
て
表
示
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
太
尉
〕

〔司
徒
〕

〔
司
空
〕

章
帝
即
位

和
帝
即
位

和
帝
永
元
四
年

蕩
帝
延
卒
元
年

{
女
帝
延
光
四
年

順
帝
永
建
元
年

。
二
年

1/ # 

。
四
年

沖
帝
即
位

質
帝
本
初
元
年

桓
帝

展
帝
建
寧
元
年
正
月

越
峻

(紘
一
向
寧
)

(富
官
官
特
権
)

陳
蕃

(献
酬
寧
)

〔
太
侍
〕

組
系

郵郵
彪彪

張
馬

鴻
石

桓
荒

桓
鷲

牟
融、

罰ノ睦

--130ー

徐
防

劉
策

朱
寵

劉
光

庵
参

李
固

(畿…軍)

超
戒

胡
康

胡
贋



霊
帝
建
寧
元
年
九
月

中
卒
六
年

献
帝
初
卒
三
年
四
月

f/ h 

七
月

胡
慶

亥
瞬

(
録
的
軍
)

f/ 

作

九
月

王
允

馬
日
碍

周
忠

淳
子
嘉

淳
子
嘉

楊楊
彪彪

11 

f/ 

十
二
月

朱
僑

楊
彪

越
温

-131ー

11 

f/ 

四
年

輿
卒
元
年
七
月

「銀
東
将
軍

J

F

曹

操

」

(
罷
三
公
官
置
丞
相
御
史
大
夫
、
丞
相
曹
操
〉

右
表
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

後
漢
末
献
帝
時
の
混
凱
期
を
除
い
て
、
だ
い
た
い
太
侍
が
置
か
れ
、

太
侍
は
録
尚
書
事
と
し
て
百
官
を

綿
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
帝
の
問
、
太
侍
の
交
代
は
な
く
、

三
公
は
し
ば
し
ば
饗
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

こ
と
を
績
漢
士
ゅ
で
は
、

「
毎
帝

初
即
位
、
親
置
太
侍
録
尚
書
事
、
亮
靴
省
」

と
表
現
し
、
太
停
の
死
去
に
よ
っ
て
太
侍
録
尚
書
事
は
省
か
れ
る
の
で
あ
る
。
前
漢
に
お
い
て
も

f/ 

f/ h 申

十
月

尚
書
を
掌
握
す
る
こ
と
が
政
権
を
握
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
お
い
て
は
三
公
よ
り
も
強
大
な
擢
力
を
も
っ
尚
書
を
掌
握
す
る
こ
と
は
朝

政
を
総
領
す
る
上
に
お
い
て
不
可
歓
の
こ
と
で
あ
る
。
常
職
の
な
い
太
停
が
向
蓄
を
掌
握
す
な
わ
ち
鋒
尚
書
事
と
し
て
天
子
を
善
導
す
る
こ
と

は
、
天
子
に
樺
力
を
集
中
す
る
に
最
適
の
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
光
武
帝
以
来
た
だ
員
に
そ
な
わ
る
の
み
と
な
っ

た
三
公
も
、
政
治
の
質

権
を
得
る
た
め
に
は
録
備
蓄
事
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
に
三
公
の
参
録
向
書
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
漢
光
武
帝
に
い
た
っ
て
一
層
組
織
が
整
備
さ
れ
る
と
、
向
書
の
官

515 

11 建
安
元
年

f/ 

十
三
年

。
前
漢
末
、
尚
書
の
組
織
が
整
え
ら
れ
職
務
分
掌
が
定
め
ら
れ
、

11 
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署
は
中
蓋
あ
る
い
は
倫
書
蓋
と
よ
ば
れ
た
。

初
秦
代
少
府
遣
吏
四
二
一
杯
開
)
、
在
股
中
主
護
書
、
故
競
向
愛国
、
向
猶
主
也
、
漢
因
秦
置
之
、
故
俗
書
鴛
恥
忠一
、

憲
蓋
、
謂
之
三
蓋
、

(
初
皐
記
職
官
部
所
引
漢
官
儀
〉

と
あ
る
よ
う
に
中
蓋
と
よ
ば
れ
、
ま
た
、

向
奪
回
郎
、
初
従
三
署
郎
選
詣
向
書
蓋
試
、
毎
一
郎
歓
則
試
五
人
、
五
人
先
試
築
奏
、
初
入
肇
稿
郎
中
、

満
歳
稿
侍
郎

と
あ
る
よ
う
に
向
書
蓋
と
い
わ
れ
る
。
向
書
蓋
の
長
官
で
あ
る
尚
書
令
は
、

御
史
漏

謁
者
篤
外
蓋
、

御
史
中
丞
、
朝
食
濁
坐
、
出
討
姦
猪
、
内
興
尚
書
令

・
司
隷
校
尉
曾
問
、
皆
専
席
、

京
師
披
之
三
濁
坐
者
也
、

漢
官
儀
)

(北
堂
書
妙
設
官
部
所
引

と
あ
る
よ
う
に
、
内
朝
に
お
い
て
薄
劾
の
権
を
も
っ
御
史
中
丞
や
、
京
師
の
犯
法
者
や
百
官
の
非
法
を
取
締
る
司
隷
校
尉
と
共
に
、
殴
中
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
端
坐
す
る
ほ
ど
の
勢
力
を
も
っ
。
尚
書
は
前
後
漢
と
も
に
少
府
に
所
属
す
る
が
、
そ
れ
は
名
目
上
で
、
買
質
に
お
い
て
は

併
府
に
な
ん
ら
の
拘
束
も
受
け
な
い
。
前
漢
の
少
府
は
帝
室
財
政
を
司
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
の
そ
れ
は
宮
廷
の
雑
務
を
つ
か
さ
ど
る
官

臆
と
な
り
、
贋
汎
な
権
限
を
も
っ
向
書
を
統
率
す
る
力
は
ま

っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
千
石
の
尚
書
令
が
比
二
千
石
の
司
隷
校
尉
と
監
中

に
お
い
て
専
席
猫
坐
す
る
ほ
ど
に
尚
書
蓋
は
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
濁
坐
の
一
た
る
御
史
中
丞
も

「
向
書
郎
に
遇
え
ば
車
を
避
け
、
板

と
ど

を
執
り
て
住
ま
り
揖
す
。
車
、
過
ぎ
れ
ば
乃
ち
之
を
去
る
」
(
北
堂
書
妙
設
官
部
所
引
漢
官
典
職
儀
式
選
用
〉
と
い
う
有
機
で
あ
り
、
故
に
御
1

史
の
擢
は
向
書
に
次
ぐ
も
の
と
さ
れ
る
。

北
堂
書
紗
設
官
部
に
引
く
漢
官
解
詰
に
は
、

建
武
以
来
、
省
御
史
大
夫
官
属
、
入
侍
蘭
蓋
、
蘭
蓋
有
十
五
人
(矧
)
、
特
置
中
丞

一
人
、
以
徳
之
、
此
官
得
自
主
官
、
其
擢
，
次
川
向
室百

と
い

っ
て
い
る
。
後
漢
書
巻
四
十
六
陳
忠
俸
に
、
順
帝
が
太
子
を
腹
し
た
と
き
、十
来
歴
や
親
調
ら
が
闘
を
守

っ
て
固
く
争
っ
た
の
で
、
尚
書
令

陳
忠
は
諸
向
書
と
と
も
に
こ
れ
を
劾
奏
し
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
街
書
が
御
史
の
権
を
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
の
ほ
か
に

蓮
奉
諒
賞
一
に
尚
書
に
由
る
と
い
わ
れ
る
前
書
蓋
が
、
中
華
と
は
い
わ
れ
る
も
の
の
、
す
で
に
外
蓋
的
な
性
格
す
な
わ
ち
天
宇
近
侍
の
拘
朝
官

9
u
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か
ら
外
朝
官
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
後
漢
書
巻
六
L
l
三
李
固
俸
に
、
順
帝
の
陽
嘉
二
年
に
李
固
が
針
策
し
た
こ
と
を
載

せ
て
い
る
が
、
そ
の
針
策
の
中
に
、
「
今
興
陛
下
共
理
天
下
者
、
外
則
公
卿
・
尚
書
、
内
則
常
侍
・
黄
門
」
と
あ
る
ーの
は
、
尚
書
が
公
卿
と
同

じ
く
外
朝
官
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
を
誼
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
向
警
に
代
っ
て
官
官
た
る
中
常
侍
・

黄
門
が

天
子
の
近
臣
と
し
て
撞
頭
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

後
漢
一
代
の
官
官
の
趨
勢
に
つ
い
て
は
、
後
漢
書
巻
七
十
八
富
者
列
俸
の
序
文
に
述
べ
ら
れ
、
ま
た
趨
翼
の
二
十
二
史
割
記
五
東
漢
宮
官
に

要
領
よ
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
趨
翼
に
従
っ
て
後
漢
の
官
官
を
概
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

漢
は
秦
制
を
う
け
て
奄
人
を
中
常
侍
と
し
た
が
、
士
人
を
参
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

光
武
帝
は
悉
く
奄
人
を
用
い
土
流
を
参
用
し
な
か
っ

た
。
和
帝
が
即
位
し
た
が
幼
弱
で
あ
っ
た
の
で
、
由
貿
憲
兄
弟
が
穫
を
専
ら
に
し
、
内
外
を
隔
限
し
た
か
ら
、
群
臣
は
帝
に
親
接
で
き
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
官
官
の
鄭
衆
が
禁
中
で
謀
を
定
め
費
憲
を
除
い
た
。
官
官
が
権
力
を
得
た
の
は
こ
こ
に
始
ま
る
。
和
帝
が
崩
じ
郵
后
が
朝
に
臨
む

qo 
qo 

ゃ
、
官
官
を
用
い
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
か
く
て
官
官
の
権
は
し
だ
い
に
重
く
な
っ
た
。
都
后
崩
じ
安
帝
が
親
政
す
る
と
、
富
官
の
李
閏
・

江
京
・
焚
盟
・
劉
安
・
陳
遼
ら
は
帝
の
乳
母
王
聖
・
聖
女
伯
築
・
帝
国男
秋
賓
・
皇
后
兄
閣
額
ら
と
結
ん
で
政
治
を
乱
し
た
。
こ
れ
は
、
官
官
と

朝
臣
と
相
荷
っ
て
好
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
官
官
だ
け
で
悪
事
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
安
帝
が
崩
ず
る
と
、
閤
顕

ら
は
専
朝
争
権
す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
江
京
と
謀
を
合
わ
せ
、
焚
豊
・
王
聖
ら
を
訣
徒
し
た
。
こ
れ
は
、
額
が
官
官
を
除
去
し
よ
う

と
し
て
反
っ
て
官
官
の
カ
を
藷
り
た
も
の
で
あ
る
。

北
郷
侯
が
入
躍
し
た
が
す
ぐ
に
死
ぬ
と
、
願
は
ま
た
外
藩
を
立
て
よ
う
と
し
た
た
め
、
宮

官
孫
程
ら
は
不
卒
を
抱
き
順
帝
を
迎
立
し
、

ま
ず
江
京
・
劉
安
・
陳
山
還
を
殺
し
、

そ
し
て
頴
兄
弟
を
詠
し
、
閣
后
を
離
宮
に
遷
し
た
。

れ

な
い
こ
と
を
示
す
。

は
、
大
臣
が
官
官
を
諒
殺
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
必
ず
官
官
の
力
を
藷
り
、
官
官
が
大
臣
を
訣
殺
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
朝
臣
の
力
を
籍
り

順
帝
が
立
つ
と
、

梁
商
の
女
を
皇
后
と
し
、

商
は
大
将
軍
と
な

っ
て
輔
政
し
た
。

そ
し
て
こ
の
と
き
宮
官
の
張
達

・
蓮
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政
・
石
光
は
商
と
中
常
侍
曹
騰
・
孟
賞
と
が
帝
を
慶
せ
ん
と
し
て
い
る
と
謂
し
た
。
帝
は
信
じ
な
か
っ
た
の
で
、
謹
ら
は
詔
を
矯
め
て
騰

・
貫

を
敬
縛
し
た
。

か
く
て
帝
旨
に
浮
か
ら

っ
て
威
を
禁
中
に
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
の
で
あ
る
。
順
帝
は
こ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
怒
り
、
つ
い
に
謹
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ら
は
訣
に
伏
し
た
。
順
帝
が
崩
ず
る
と
、
梁
后
は
兄
の
梁
翼
と
沖
帝
を
立
て
た
。
沖
帝
が
崩
ず
る
や
、
ま
た
質
帝
を
立
て
た
が
、
質
帝
は
糞
の

た
め
に
申
謀
殺
さ
れ
た
。
ま
た
さ
ら
に
桓
帝
を
立
て
、
后
の
妹
を
桓
帝
の
皇
后
と
し
、

翼
は
み
ず
か
ら
大
将
軍
と
な

っ
て
政
を
輔
け
た
。
翼
の
雨

妹
の

一
人
は
皇
太
后
と
な
り
、

一
人
は
皇
后
と
な
っ
て
、
そ
の
権
力
は
君
主
を
震
わ
せ
た
。
桓
帝
は
ひ
そ
か
に
官
官
の
単
超

・
左
惜

・
具
瑳

・

徐
瑛

・
唐
衡
と
謀
り
翼
を
諒
し
た
。
桓
帝
の
梁
后
が
崩
ず
る
と
、
資
武
の
女
を
皇
后
と
し
た
。
桓
帝
が
崩
ず
る
と
、
武
と
皇
后
と
策
を
定
め
て

霊
帝
を
立
て
、
縄
問
后
が
朝
に
臨
み
、
武
は
禁
中
に
い
て
政
を
輔
け
た
。
も
と
も
と
官
官
を
に
く
ん
で
い
た
武
は
、

こ
れ
を
珠
せ
ん
と
し
、
太
侍

陳
蕃
と
心
を
合
わ
せ
て
謀
っ
た
が
、
か
え
っ
て
官
官
曹
節

・
王
甫
ら
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
。
霊
帝
が
崩
ず
る
と
、
何
后
が
朝
に
臨
み
、
子
静
を

立
て
て
帝
と
し
、
后
兄
の
何
準
は
大
将
軍
と
し
て
輔
政
し
た
。
そ
し
て
官
官
塞
碩
を
訣
し
て
そ
の
領
す
る
八
校
尉
の
兵
を
牧
め
た
。

か
く
し
て

朝
権
・
兵
権
と
も
に
何
準
の
手
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
以
て
し
て
も
壷
く
官
官
を
諒
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
反
割
に
官
官
張
譲
・
段
珪
ら
に
殺

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
、
軍
士
が
大
嬰
事
を
起
し
た
7
蓑
紹
・
案
術
・
閲
貢
ら
は
蹴
に
乗
じ
て
官
官
二
千
除
人
を
諜
殺
し
た
。

以
上
の
趨
翼
の
文
に
よ
っ
て
、
後
漢
に
お
け
る
官
官
を
め
ぐ
る
闘
争
の
経
過
が
簡
潔
な
が
ら
よ
く
わ
か
る
が
、
こ
の
闘
争
に
お
い
て
注
目
す
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べ
き
は
、
中
常
侍
を
中
心
と
す
る
官
官
汲
と
、
山
問
書
を
中
心
と
す
る
土
人
官
僚
と
の
封
立
抗
争
で
あ
る
。

中
常
侍
は
、
前
漢
に
お
い
て
は
奄
人
を
用
い
た
が
、
時
に
は
士
人
を
参
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
光
武
帝
に
い
た
っ
て
悉
く
奄
人
を
用
い
る

よ
う
に
な

っ
た
。
秩
は
千
石
で
あ
る
が
後
に
比
二
千
石
に
培
秩
さ
れ
て
い
る
。
天
子
の
左
右
に
侍
し
、

内
宮
に
入
っ
て
内
宮
の
衆
事
を
慮
理

し
、
天
子
の
顧
問
醸
射
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
定
員
は
な
い
。
中
常
侍
の
下
に
黄
門
侍
郎

・
小
黄
門

・
黄
門
令
そ
の
他
が
あ
る
。
黄
門
侍
郎
は

六
百
石
で
、
左
右
に
侍
し
、
宮
中
・

宮
外
を
連
絡
し
、
諸
王
の
朝
見
の
際
は
王
を
引
率
し
て
坐
に
就
か
せ
る
。
小
黄
門
は
六
百
石
で
、
左
右
に

天
子
が
内
宮
に
在
る
と
き
は
中
外
を
連
絡
し
、
中
宮
(
皇
后
)
以
下
の
衆

事
を
つ
か
さ
ど
る
。
黄
門
令
は
一
人
で
六
百
石
、
官
官
の
取
締
り
を
す
る
も
の
で
あ
る
(
績
漢
書
百
{
呂
志
)
。

侍
し
、
向
蓄
の
事
を
受
け
(
章
奏
を
受
理
し
天
子
に
と
り
つ
ぐ
)
、

中
常
侍
を
頂
黙
と
す
る
官
官
一
涯
の
勢
力
が
し
だ
い
に
強
く
な

っ
た
こ
と
は
、
越
翼
の
文
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
後
漢
書

巻
七
十
八
富
者
列
俸
の
序
文
に
よ
る
と
、
明
帝
の
永
卒
中
に
は
中
常
侍
四
人
・
小
黄
門
十
人
と
員
数
が
定
め
ら
れ
、
降
っ
て
麗
帝
の
延
卒
年
間



に
は
中
常
侍
十
人
・
小
黄
門
二
十
人
と
増
員
さ
れ
た
。
順
帝
の
陽
嘉
二
年
、
李
固
は
針
策
と
し
て
、
天
子
の
喉
舌
た
る
尚
書
の
人
濯
を
慎
重
に

し
て
聖
政
を
助
け
る
こ
と
、
富
官
の
人
員
を
減
ら
し
て
中
常
侍
は
二
人
、
小
黄
門
は
五
人
と
し
、
人
物
の
良
好
な
る
も
の
を
任
ず
べ
き
こ
と
を

述
べ
て
、
順
帝
に
納
れ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
朝
廷
は
粛
然
と
し
た
と
、
後
漢
書
巻
六
十
三
李
固
俸
に
見
え
て
い
る
。

宮
官
は
、
相
互
に
争
い
合
い
、
あ
る
い
は
朝
臣
と
争
い
、
ま
た
は
外
戚
と
争
い
つ
つ
、
桓
帝
の
と
き
に
い
た

っ
た
。
桓
帝
は
、
外
戚
た
る
大

将
軍
梁
翼
の
専
権
を
怒
り
、
官
官
の
力
を
藷
り
て
梁
翼
を
訣
殺
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
桓
帝
時
の
官
官
勢
力
は
き
わ
め
て
強
く
、
富
官
に
反
射

す
る
土
人
官
僚
を
禁
鋼
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
桓
帝
は
、
大
将
軍
梁
翼
を
設
し
て
か
ら
三
公
は
お
い
た
が
録
尚
書
事
は

置
か
な
か
っ
た
。
延
蕪
八
年
、
太
尉
に
な
っ
た
陳
蕃
は
、
官
官
の
専
横
を
攻
撃
し
、

っ
陛
下
、
深
く
宜
し
く
近
習
議
政
の
源
を
割
塞
し
、
尚
書

五
日
童
た
び
朝
し
、
簡
練
清
高
も
て
倭
邪
を
斥
期
せ
よ
。
云
々
」
と
主
張
し
た
が
納
れ
ら
れ
ず
、
こ

朝
省
の
事
を
引
納
す
ベ
し
。
公
卿
大
官
、

れ
よ
り
富
官
は
陳
蕃
を
疾
む
こ
と
甚
し
く
、
選
奉
奏
議
は
中
詔
を
以
て
し
り
ぞ
け
た
(
後
漢
書
巻
六
十
六
陳
蕃
停
)。

陳
蕃
の
主
張
は
宮
官
を

，
一

斥
け
て
尚
書
を
重
用
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
桓
帝
時
に
お
い
て
、
尚
書
が
官
官
を
恐
れ
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
に
よ
っ
て
も
知

郎

ら
れ
る
。

永
康
元
年
に
桓
帝
は
崩
じ
た
。
寅
后
が
朝
に
臨
み
、
詔
し
て
前
太
尉
陳
蕃
を
太
侍
録
尚
書
事
と
し
た
。
時
に
園
嗣
が
未
決
定
で
、
諸
尚
書
は

擢
官
(
官
官
)
を
畏
れ
て
病
に
託
し
て
朝
し
な
か
っ
た
。
陳
蕃
は
書
を
以
て
諸
向
書
を
責
め
た
の
で
、
彼
ら
は
怖
れ
て
入
朝
し
た

(
陳
蕃
停)。

ま
た
、
桓
帝
の
と
き
寅
武
が
上
疏
し
て
諌
め
た
言
の
中
に
、
「
即
位
よ
り
以
来
、
未
だ
善
政
を
聞
か
ず
。
梁

・
孫
・
窟
・

都
、
或
は
諒
滅
寸
と

雄
も
、
而
し
て
常
侍
・
黄
門
、
績
い
で
禍
虐
を
矯
し
、
陛
下
を
歎
間
し
、
議
詐
を
競
ひ
行
な
ひ
、
自
ら
制
度
を
造
り
、
妄
り
に
非
人
を
優
し
、
朝

政
日
に
衰
へ
、
姦
臣
日
に
彊
し
。
:
:
:
臣
聞
く
、
古
の
明
君
は
必
ず
賢
佐
を
須
ひ
、
以
て
政
道
を
成
す
、
と
。

今
、
蓋
閣
の
近
臣
、
向
書
令
陳

蕃
・
僕
射
胡
贋
、
向
書
朱
寓
・
萄
掘
・
劉
一服
・
貌
朗
・
劉
矩
・
弔
ア
動
等
、
皆
貞
園
の
士
、
朝
の
良
佐
な
り
。
尚
書
郎
張
陵
・
嬬
酷
・
苑
康

・
楊

喬
・
溢
酪
・
戴
依
等
、
文
質
彬
彬
、
園
奥
仁
明
達
す
。
:
:
:
官
官
歎
園
之
封
を
抑
奪
し
、
其
の
無
敗
誼
問
之
罪
を
案
じ
、
忠
良
を
信
任
し
、
賦

否
を
卒
決
し
、

4

邪
正
致
春
を
し
て
其
の
所
を
得
し
め
、
天
官
を
賓
愛
し
、
唯
、
善
こ
れ
に
授
け
よ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
常
侍
・

黄
門
ら

519 



520 

の
官
官
を
排
し
て
蓋
閣
の
近
臣
す
な
わ
ち
尚
書
園
を
重
用
す
べ
き
を
設
い
た
も
の
で
あ
る
。
中
常
侍

・
黄
門
ら
が
天
子
の
近
習
と
し
て
禁
中
を

占
援
し
、
し
だ
い
に
向
書
園
を
天
子
の
側
近
か
ら
押
し
出
し
て
そ
の
権
を
奪
う
情
形
が
明
ら
か
に
看
取
し
得
る。

桓
帝
が
崩
じ
霊
帝
が
即
位
す
る
と、

銀
山
問
書
事
の
大
将
軍
資
武

・
太
侍
陳
蕃
は
、
同
志
の
向
書
令
予
動
ら
と
共
に
中
常
侍
曹
節

・
王
甫
ら
を

訣
殺
せ
ん
と
し
た
が
、
失
敗
に
闘
し
た
。
こ
の
と
き
、
資
武
が
質
太
后
に
白
し
た
言
葉
と
し
て
、
「
故
事
、
黄
門

・
常
侍
は
、
但
だ
省
内
に
給

事
し、

門
戸
を
典
り
、
近
著
の
財
物
を
主
る
の
み
。
今
は
乃
ち
政
事
に
興
ら
し
め
て
任
権
重
く
、
子
弟
布
列
し
、
専
ら
貧
暴
を
信
用
す
。

天
下
旬

旬
す
る
は
、
正
に
此
れ
を
以
て
の
故
な
り
。
宜
し
く
悉
く
珠
贋
し
以
て
朝
廷
を
清
く
す
べ
し
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
官
官
を
本
来
の
職
務
に

も
ど
し
、
向
書
を
し
て
政
事
の
極
機
に
首
ら
し
め
ん
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

霊
帝
の
次
の
献
帝
の
と
き
、
銀
山
内
害
事
の
大
将
軍
何
準
は
、
官
官
を
攻
め
て
殺
さ
れ
、

や
が
て
亥
紹
ら
が
官
官
二
千
絵
人
を
殺
し
て
、
宮
官

勢
力
を
逼
塞
せ
し
め
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
後
漢
の
向
書
の
権
力
は
強
大
で
あ
り
、
こ

の
向
蓄
を
総
領
す
る
録
山
内
書
事
は
、
百
官
を
己
れ
に
組
ベ
て
政
を
聴
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た
だ
員
に
備
わ
る
三
公
も
こ
の
録
尚
書
事
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
権
力
の
座
に
す
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。の
で
あ
る

が
、
官
官
が
天
子
の
側
近
に
お
い
て
勢
力
を
得
て
く
る
と
、
向
蓄
を
天
子
の
側
近
か
ら
し
だ
い
に
外
に
押
し
や
っ
て
そ
の
権
力
を
奪
う
よ
う
に

か
く
し
て
向
蓄
の
一
圃
は
、
桓
帝
以
後
し
き
り
に
富
官
か
ら
権
力
を
奪
還
せ
ん
と
努
力
し
た
わ
け
で
あ
る
。
後
漢
末
の
政
争

く
と
い
う
大
権
力
者
で
、

な
る
の
で
あ
る
。

は、

中
常
侍
を
首
領
と
す
る
官
官
と
、
録
尚
書
事
を
い
た
だ
く
向
書
固
と
の
権
力
闘
争
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

む

す

び

元
来
、
意
奏
詔
令
の
文
章聞
を
つ

か
さ
ど
っ

た
向
書
が
、
天
子
の
側
近
と
し
て
機
密
植
機
の
事
に
参
興
す
る
よ
う
に
な
る
と
そ
の
権
力
を
増
大

し
た
。
特
に
前
漢
の
武
帝
が
後
宮
に
遊
要
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
や
宮
官
を
重
用
し
、
向
書
の
権
を
富
官
に
握
ら
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
中
書

官
官
j
(
官
官
の
向
書
)
の
樺
力
は
一
層
強
く
な
っ

た
。
以
後
、
中
向
書
の
統
一
得
者
た
る
中
書
謁
者
令
(
中
書
令
)
と
士
人
情
書
を
総
領
す
る
領



尚
書
事
と
の
聞
に
権
力
争
い
が
綾
え
が
、
成
帝
の
と
き
中
書
令
が
慶
さ
れ
る
と
、
領
尚
書
事
た
る
も
の
が
政
権
の
座
へ

と
接
近
し
た
?
外
戚
王

葬
も
こ
の
領
尚
書
事
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
権
掌
握
に
歩
を
準
め
た
の
で
あ
る
。

成
帝
の
と
き
、
尚
書
の
組
織
が
整
え
ら
れ
職
務
分
掌
が
明
確
に
さ
れ
た
。
後
漢
の
光
武
帝
は
さ
ら
に
向
書
組
織
を
整
え
、
そ
し
て
こ
の
向
書

を
帝
が
直
接
掌
握
し
た
か
ら
、
前
漢
の
領
向
書
事
の
ご
と
き
も
の
は
置
か
れ
な
か

っ
た
。
帝
が
向
書
を
直
接
掌
握
し
た
こ
と
か
ら
、
三
公
は
皐

な
る
政
務
執
行
機
関
と
な
り
、
三
公
は

「
任
軽
く
権
重
」
い
向
蓄
の
下
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
後
漢
に
お
け
る
尚
書
の
職
掌
権
限
は
い
よ
い

よ
増
大
し
、
三
公
は
尚
書
を
掌
握
し
な
け
れ
ば
政
治
的
権
力
を
ふ
る
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
三
公
の
尚
書
掌
握
が
録
尚
書
事
と
い
わ

れ
る
。
録
尚
書
事
は
、
第
三
代
章
帝
の
と
き
太
侍
越
烹
と
三
公
の

一
た
る
太
尉
の
牟
融
と
‘に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
が
、
以
後
大
停
と
三
公
が
並

ん
で
録
向
書
事
と
な
っ
た
。
こ
いれ
を
参
鋒
向
書
事
と
い
う
。
前
漢
の
領
尚
書
事
は
常
置
で
な
か
っ
た
が
、
後
漢
の
鋒
向
書
事
は
成
文
化
さ
れ
、

毎
帝
即
位
す
る
と
太
侍
が
こ
れ
に
任
じ
、
三
公
も
ま
た
こ
れ
に
参
加
し
た
。

光
武
帝
は
外
戚
・
富
官
を
抑
制
し
た
が
、
第
四
代
和
帝
は
幼
弱
で
即
位
し
た
か
ら
、
外
戚
が
撞
頭
し
、
ま
た
官
官
も
勢
力
を
も
っ
て
き
た
。

中
常
侍
を
頂
黙
と
す
る
富
官
は
、
第
十
代
桓
帝
の
と
き
に
は
完
全
に
中
朝
を
支
配
し
、
向
書
を
天
子
の
側
近
か
ら
斥
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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尚
書
出
前
漢
末
成
帝
お
よ
び
後
漢
光
武
帝
の
と
き
に
組
織
が
整
え
ら
れ
て
尚
書
蓋
と
い
わ
れ
、
三
公
の
府
の
上
に
立
つ
と
、
し
だ
い
に
内
朝
官

か
ら
外
朝
官
的
性
格
を
待
び
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
天
子
の
側
近
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
向
書
を
さ
ら
に
外
に
押
し
出
し
た
も
の

が
官
官
で
あ
る
が
、
後
漢
の
宣
官
は
前
漢
の
宮
官
の
よ
う
に
向
書
を
握
る
こ
と
な
く
、
向
書
の
寅
権
を
奪
う
よ
う
に
な
っ
た
。
向
書
は
、
こ
の

官
官
か
ら
擢
力
を
奪
還
す
ベ
く
反
撃
を
加
え
た
が
失
敗
し
た

0

・富
官
勢
力
の
最
も
強
か
っ
た
桓
帝
時
に
は
録
向
書
事
は
置
か
れ
ず
、
ま
た
こ
の

と
き
向
書
の
官
官
攻
撃
は
は
げ
し
か

っ
た
。
向
書
圏
の
富
官
攻
撃
は
、
以
後
も
つ
づ
い
た
が
失
敗
に
蹄
し
、

迭
に
後
漢
最
後
の
天
子
献
帝
の
と

き
亥
紹
等
の
宮
官
諒
殺
に
よ

っ
て
官
官
専
権
は
終
る
。
こ
の
間
に
も
録
俗
書
事
は
置
か
れ
、
官
官
談
殺
後
に
曹
操
が
録
向
書
事
と
な

っ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
三
公
が
腰
止
さ
れ
丞
相
・
御
史
大
夫
が
復
活
す
る
と
、
丞
相
が
政
を
総
べ
る
こ
を
と
な
っ
て
録
向
害
事
は
な
く
な
っ
た

(
後
漢
書

献
帝
紀
)
。
し
か
し
、
劉
氏
の
後
を
継
い
だ
萄
漢
に
お
い
て
は
、
こ
の
録
向
書
事
の
名
が
ふ
た
た
び
見
え
て
く
る
ハ
三
園
志
局
書
)
。
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